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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期
決算年月 平成18年３月平成19年３月平成20年３月平成21年３月平成22年３月

(1）連結経営指標等       

売上高 (百万円) 52,688 51,471 43,301 30,446 －

経常利益又は経常損失（△） (百万円) 771 △2,321 145 256 －

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) △60 △4,765 △1,177 318 －

純資産額 (百万円) 5,843 946 1,029 1,090 －

総資産額 (百万円) 29,833 28,256 18,321 12,686 －

１株当たり純資産額 (円) 33,723.97△563.553,276.134,138.59 －

１株当たり当期純利益金額又は
１株当たり当期純損失金額(△)

(円) △412.74△27,521.99△6,288.361,209.22 －

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 19.6 △0.3 4.7 8.6 －

自己資本利益率 (％) △1.0 △165.9 △307.7 32.6 －

株価収益率 (倍) － － － 13.6 －

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 443 △1,586 △380 1,044 －

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,734 △1,498 91 202 －

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,106 3,761 △1,793 △1,677 －

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) 2,150 2,823 735 302 －

従業員数
(人)

979 1,015 756 556 －

（外、平均臨時従業員数） (119) (176) (198) (284) (－)
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回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期
決算年月 平成18年３月平成19年３月平成20年３月平成21年３月平成22年３月

(2）提出会社の経営指標等       

売上高 (百万円) 35,502 33,424 34,271 30,443 22,352

経常利益又は経常損失（△） (百万円) 375 △2,473 223 246 △779

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 96 △4,501 △1,405 279 △827

持分法を適用した場合の投資利
益

(百万円) － － － － －

資本金 (百万円) 2,970 2,970 3,720 3,720 3,720

発行済株式総数 (株) 174,848174,848264,884264,884264,884

純資産額 (百万円) 5,822 151 884 1,113 320

総資産額 (百万円) 25,953 23,423 15,675 12,709 11,055

１株当たり純資産額 (円) 33,659.44876.563,359.254,226.601,217.49

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配当額）
(円)

1,200.00

(600.00)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

（－）

１株当たり当期純利益金額又は
１株当たり当期純損失金額(△)

(円) 564.82△25,992.92△7,504.971,060.14△3,141.92

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

(円) 552.88 － － － －

自己資本比率 (％) 22.4 0.6 5.6 8.8 2.9

自己資本利益率 (％) 1.6 △150.7 △271.0 28.0 △115.4

株価収益率 (倍) 338.2 － － 15.5 －

配当性向 (％) 212.5 － － － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) － － － － 532

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) － － － － △599

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) － － － － 64

現金及び現金同等物の
期末残高 

(百万円) － － － － 300

従業員数
(人)

484 532 510 556 577

（外、平均臨時従業員数） (53) (79) (127) (284) (283)

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２. 当事業年度より連結財務諸表を作成していないため第14期の連結経営指標は記載しておりません。また、第

10期、第11期、第12期及び第13期はキャッシュ・フロー計算書を作成していないため提出会社の経営指標等

の営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・

フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

３. 第12期においてスターネット㈱を、第13期においてエス・アンド・アイ㈱を各々連結の範囲から除いており

ます。また、第13期よりネットマークス（上海）有限公司を持分法適用範囲に含め、第13期第３四半期より日

本テレコムネットワークシステムズ㈱を持分法範囲から除いております。

４．第11期、第12期、第13期及び第14期の提出会社の１株当たり配当額（１株当たり中間配当額）及び配当性向

は、無配のため記載しておりません。

５．第10期の連結、第11期及び第12期、第14期の提出会社は、当期純損失が計上されているため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額及び株価収益率は記載しておりません。また、第13期は希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は記載しておりません。

６. 第14期の持分法を適用した場合の投資利益は関連会社の重要性が乏しいため記載しておりません。　

７．平均臨時従業員数は、人材会社からの派遣社員及びアルバイトの平均人員数であります。

８．第11期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用しております。
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２【沿革】
年月 事項

平成９年３月 東京都港区元赤坂一丁目３番12号にコンピュータのネットワークシステム（ＬＡＮ・ＷＡＮ）の販売

を目的として資本金10億円をもって設立。

住友電気工業㈱より「一般企業向けネットワークシステムインテグレーション事業」の営業権を取得。

住友電工システムズ㈱より「ネットワークシステムインテグレーション事業」の営業権を取得。

４月 大阪市に関西支社（現西日本支社）、名古屋市に名古屋営業所、豊田市に豊田出張所を開設して営業開

始。

７月 東京都より特定建設業（電気工事業・電気通信工事業）免許を取得。

平成10年４月福岡市に九州営業所を開設。

６月 電気工事業を事業目的に追加。

９月 札幌市に北海道営業所を開設。

平成11年６月日本シスコシステムズ㈱（現シスコシステムズ合同会社）と販売代理店契約の締結。

７月 仙台市に東北営業所を開設。

10月㈱ディエスシーに出資して子会社化し、12月に商号を㈱ネットマークスサポートアンドサービス

（現連結子会社）に変更。

平成12年４月広島市に広島営業所を開設。

５月 Cisco Systems Inc.の「ゴールドパートナー」認定資格を取得。

８月 豊田出張所を廃止し、名古屋営業所に統合。フィリピンにマニラ支店を開設。

11月名古屋営業所を中部支店に昇格。

平成13年１月総務省に一般第二種電気通信事業者の届出。

３月 通信回線の再販事業を事業目的に追加。資本金を1,156百万円に増資。

リコーテクノシステムズ㈱と保守・運用サービス事業での業務提携。

９月 関西支社を西日本支社に名称変更。東京都大田区に品質管理センターを開設。

11月フィリピンにNETMARKS PHILIPPINES,INC.を設立し、資本参加。

12月マニラ支店を閉鎖。

平成14年２月インドネシアにPT.NETMARKS INDONESIAを設立し、資本参加。

４月 住友電装㈱より「ネットワークシステム事業」の営業権を取得。

８月 資本金を1,215百万円に増資。

平成15年１月中国・上海市にネットマークス（上海）有限公司を設立。

６月 東京証券取引所市場第二部に上場。公募増資により資本金を1,372百万円に増資。

９月 サービスプロバイダ事業部で「ISO14001」（環境マネジメントシステムの国際規格）の認証を取得。

10月エス・アンド・アイ㈱を買収し、連結子会社化。

11月NETMARKS（THAILAND）CO.,LTDに追加出資し、関連会社化。

平成16年２月マレーシアにNETMARKS TECHNOLOGY（MALAYSIA）SDN BHDを設立し、資本参加。

３月 スターネット㈱を買収し、連結子会社化。

８月 品質管理センターで「ISO9001」（品質保証の国際規格）の認証を取得。

12月公募増資により資本金を2,880百万円に増資。

当社及び㈱ネットマークスサポートアンドサービスにて「ISO14001」の全社認証を取得。

平成17年３月東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。

マネジメントサービス事業部で「ISMS」（情報セキュリティマネジメントシステム）の認証を取得。

８月 岡山市に岡山営業所を開設。

９月 住友電気工業㈱より「ＶＯＤ事業（映像配信事業）」の営業権を取得。

12月㈱テリロジーと資本・業務提携。

平成18年２月当社及び㈱ネットマークスサポートアンドサービスにて「ISMS」「BS7799」「ISO9001」の全社認証を

取得。

日本テレコム㈱との共同出資で日本テレコムネットワークシステムズ㈱を設立。

４月 中部支店を中部支社へ昇格。

６月 NETMARKS SINGAPORE PTE.LTD.に出資し、関連会社化。

平成19年５月日本ユニシス㈱による当社株式の公開買付けが完了。

６月 親会社が住友電気工業㈱から日本ユニシス㈱に異動。

 住友電気工業㈱に連結子会社スターネット㈱の全株式を譲渡。

 日本ユニシス㈱及び同グループ各社とのシステムインテグレーション及びネットワークインテグレー

ションの両事業における業務提携内容を決定。

７月 ベトナムにNETMARKS VIETNAM CO.,LTDを設立し、資本参加。

８月 東京証券取引所市場第一部から市場第二部へ指定替え。

11月「ＶＯＤ事業（映像配信事業）」を㈱クーレボ及びエフビットコミュニケーションズ㈱に譲渡。
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年月 事項

平成20年２月第三者割当増資により資本金を3,720百万円に増資。

４月 ネットマークス（上海）有限公司を持分法非適用非連結子会社から持分法適用非連結子会社に変更。

当社が顧客に販売した機器及びプログラムの導入サービス及びサポートサービスの委託契約をユニア

デックス㈱と締結。　

５月 ユニアデックス㈱に連結子会社エス・アンド・アイ㈱の全株式を売却。

７月 本社を東京都江東区豊洲一丁目１番１号へ移転。

 連結子会社㈱ネットマークスサポートアンドサービスを吸収合併。

10月ソフトバンクテレコム㈱に持分法適用関連会社日本テレコムネットワークシステムズ㈱の全株式を譲

渡。
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３【事業の内容】

当社グループは、当社と非連結子会社１社に加え、関連会社８社で構成されており、最先端のネットワークシステムの

コンサルティング、設計、構築から運用・保守・アウトソーシングに至るまでの一貫したサービスの提供を主たる事

業として活動しております。

事業内容としては大きく分けて以下のとおり分類できます。

(1）ネットワークインテグレーションサービス

製造、通信・メディア、金融、流通・サービス、システムインテグレータ等の一般企業及び通信事業者から官庁・自

治体、医療・文教の公共分野に至る幅広い業種にわたり、ネットワークシステムの導入検討から設計・構築に至る

まで、ネットワーク技術と関連製品を組み合わせた最適なネットワーク環境を実現するためのコンサルティングを

含めた総合的なサービスの提供を行っております。具体的には、ＩＰテレフォニーを始めとしたユニファイド・コ

ミュニケーションや、サーバやストレージ、セキュリティなどを最適化してご提供するデータセンターソリュー

ション、ＩＣＴ基盤等のインテグレーションサービスであります。

（ネットワークインテグレーションサービスの特徴）

区分 特徴

ＩＰテレフォニー／

ＩＰコミュニケーションソリューション

当社は、現在までに15万台を超えるシスコＩＰフォンの導入実績を背景に、米国シスコシステムズ

社の認定資格であるマスターＵＣ（Unified Communications Specialization）を平成19年３月に

国内では初めて、又、世界でも２番目に取得しております。

シスコＩＰフォンのみならず、音声やビデオ、Web会議機能などを統合したユニファイド・コミュニ

ケーション・ソリューションを提供しております。

セキュリティソリューション より安全にネットワークをご利用いただくため、ファイアウォール・ワンタイムパスワード・ウイ

ルスチェック・暗号化・ＰＫＩ等の広範な技術の統合による最適なセキュリティソリューション

と、情報保護対策として注目されるバイオメトリクス認証やデータアクセス制御、認証ＶＬＡＮな

ど、常に最新の技術を取り入れた幅広いセキュリティソリューションを提供しております。

ストレージネットワークソリューション 複数の記憶装置をネットワークで結ぶ単一の巨大な装置として利用可能なＳＡＮ（Storage Are

a Network）や、ネットワークに直結した記憶装置により効率的なデータの保管運用を実現するＮ

ＡＳ（Network Attached Storage）システムをマルチベンダー環境で構築、又、最新技術によりス

トレージネットワークとＩＰネットワークを統合するソリューションを提供しております。

(2）サポートサービス

納入したネットワークシステムを安定して稼動させる24時間×365日体制のサポートサービスを提供しておりま

す。故障やトラブルが発生した場合に速やかに復旧させる保守サポートサービスに加えて、常に安定した稼動状態

を維持するためにお客様のシステム管理部門に代わってネットワークシステム運用監視（運用業務代行・リモー

ト監視・ヘルプデスク）を行うアウトソーシングサービスを提供しております。 

（サポートサービスの特徴）

区分 特徴

保守サービス コールセンターで24時間×365日のサポート体制で経験豊かな専任技術者により障害コールを受け

付けるとともに、リモートでの障害原因の切り分けや現地での技術サービスを行うことでネット

ワークの復旧をサポートしております。

アウトソーシングサービス 運用・監視センターでファイアウォールのマネジメントや不正アクセス・ウイルス対策サービス、

認証代行サービス、ＶＰＮマネジメントサービスなどのセキュリティシステムの運用・監視サービ

スを24時間365日体制で提供しております。

また当社は、当社の親会社である日本ユニシス㈱の子会社であるユニアデックス㈱に、当社が顧客に販売した機器

及びプログラムに係る導入サービス及びサポートサービスを委託しております。　

　

　

（当社と関係会社の主な事業における位置付け）

区分 会社名 事業内容

当　　社 ㈱ネットマークス

・ネットワークシステムのコンサルティング、設計、構築サービス

・ハードウエア及びソフトウエアの販売

・サポートサービス及び運用管理アウトソーシングサービス

関

係

会

社

親　会　社 日本ユニシス㈱
・コンサルティングサービスからシステム構築、運用に至るシステム関連サービス

・ハードウエア及びソフトウエアの販売
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［事業系統図］

事業の系統図は次のとおりであります。

（国内ユーザ）

　

　

　

（海外ユーザ）
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
（％）

関係内容

（親会社）

　

日本ユニシス㈱

（注）１、２

東京都

江東区
5,483

コンサルティング

サービスからシステ

ム構築、運用に至るシ

ステム関連サービス

並びにハードウエア

及びソフトウエアの

販売

被所有

78.4

(0.2)

・ネットワーク関連製品の販売

仕入

・サポートサービス等の提供

・保守用予備機器のリース　

・資金の借入

・役員の兼任

その他アジア地域の

現地法人をはじめと

する関連会社８社

　 　 　 　 　

　（注）１．有価証券報告書を提出しております。

２．議決権の被所有割合の（　）内は、内数で間接被所有割合を記載しております。　　

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

 平成22年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

577(283) 38.5 6.1 7,188,046

　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む他、契約社員を含

む。）であり、臨時従業員数（人材会社からの派遣社員及びアルバイト）は（ ）内に年間の平均人員を外数

で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(2）労働組合の状況

当社グループでは労働組合は結成されておりません。経営者側と従業員代表で構成される組織として「ネットマー

クス経営協議会」があり、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、前事業年度からの金融不安の影響を受け、景気の低迷が長期化しました。この間、

国内企業の収益は減少幅が拡大し、設備投資についても大幅な減少が継続しました。下期に入ってからは、輸出や生産

が持ち直しに転じ、内外における各種対策等の効果もあり、製造業をはじめとする大企業を中心に一部改善の動きが

見られましたが、企業の設備投資は引き続き低調に推移しました。また、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷など、厳し

い環境が続きました。

当社が属する情報通信機器等のネットワーク関連業界は、企業の厳しい収益状況を背景とした設備投資の抑制傾向が

続き、ＩＴ投資案件の先送りや商談の規模縮小、案件数の減少による同業他社との価格競争の激化など、非常に厳しい

事業環境となりました。

このような環境の中、当社は、「ユニファイド・コミュニケーション」「データセンターソリューション」等、既存顧

客に対して提案する商品やサービスの幅を広げてビジネスを拡大するため、各種新製品・新サービスの企画・販売を

推進し、新規顧客の獲得に向けた営業活動や日本ユニシスグループと連携した営業活動を行ってまいりました。また、

それらに加えて、従来からのビジネスであるＩＣＴ基盤構築に伴う保守サービス契約率の向上、アウトソーシング

サービスの拡充により、安定収益を目的としたサービス事業比率の向上に取り組みました。

以上の結果、当事業年度の売上高は、サポートサービスが比較的堅調に推移したものの、ネットワークインテグレー

ションサービスについては、顧客の設備投資への慎重な姿勢を受け、成約までに時間を要している案件が多いこと、ま

た、案件自体の見直し等による期ずれ・逸注等の影響を受け、売上高合計では223億52百万円にとどまり、前期比80億

91百万円の減少（26.6％減）となりました。

インテグレーションサービスの生産性向上を図ることによる外注費削減、仕入コストの低減に努めたものの、売上高

減少の影響により売上総利益は51億73百万円となり、前期比18億87百万円の減少（26.7％減）となりました。また、経

費の費消効率化の促進等、コスト圧縮により、販売費及び一般管理費は58億88百万円となり、前期比7億80百万円減少

（11.7％減）した結果、営業損失は7億15百万円（前期は3億92百万の営業利益）となりました。

営業外損益で支払利息71百万円等を計上した結果、経常損失は7億79百万円（前期は2億46百万円の経常利益）とな

り、特別損益で関係会社出資金評価損36百万円等を計上した結果、当期純損失は8億27百万円（前期は2億79百万円の

当期純利益）となりました。

サービス別の概要は以下のとおりであります。

＜ネットワークインテグレーションサービス＞

ネットワークインテグレーションサービスの売上高は129億64百万円となり、前期比77億97百万円減少（37.6％減）

しました。これは主に、設備投資への顧客の慎重な姿勢によるネットワーク更新案件及び新規投資案件の見直し・先

送り等、また、大型のネットワークインテグレーション構築案件の検収が翌期にずれ込んだこと等によるものであり

ます。

＜サポートサービス＞

サポートサービスにおいても、企業収益の悪化を背景とした顧客による既存のサポート契約の見直し、保守対象機器

の縮小等の影響がありましたが、アウトソーシングサービスメニューの拡充等により、売上高は93億87百万円とな

り、前期比2億93百万円の減少（3.0％減）にとどめました。

事業戦略面では、ソリューションサービス戦略として、日本ユニシスグループとの連携のもと、市場の拡大が予想され

るユニファイド・コミュニケーション、データセンターソリューションに注力し、又、それらに加えて、従来からのビ

ジネスであるＩＣＴ基盤構築に伴う保守サービス契約率の向上、アウトソーシングサービスの拡充により、安定収益

を目的としたサービス事業比率の向上に取り組んでおります。
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ソリューション別受注・売上の内訳は以下のとおりであります。なお、前期は連結財務諸表を作成しているため、前年

同期との比較分析は行っておりません。

（ソリューション別受注高・受注残高） （百万円未満切捨）

区　　分
平成21年３月期 平成22年３月期

受注高
 

受注残高
 

受注高
 

受注残高
 

割合(％) 割合(％) 割合(％) 割合(％)
ネットワークインテグレー
ションサービス

－ － － － 12,80156.5 2,14730.6

 
ＩＰテレフォニー／
ＩＰコミュニケーション

－ － － － 1,729 7.6 241 3.4

 ネットワークセキュリティ － － － － 850 3.8 95 1.4

 ストレージネットワーク － － － － 717 3.2 44 0.6

 ネットワークインフラ － － － － 9,50441.9 1,76525.2

サポートサービス － － － － 9,87343.5 4,86369.4

合　　計 － － － － 22,675100.0 7,011100.0

　

（ソリューション別売上高） （百万円未満切捨）

区　　分
平成21年
３月期

 平成22年
３月期

 
増　減

 
割合(％) 割合(％) 増減率(％)

ネットワークインテグレーションサービス － － 12,96458.0 － －

 ＩＰテレフォニー／ＩＰコミュニケーション － － 1,791 8.0 － －

 ネットワークセキュリティ － － 818 3.7 － －

 ストレージネットワーク － － 695 3.1 － －

 ネットワークインフラ － － 9,65843.2 － －

サポートサービス － － 9,38742.0 － －

合　　計 － － 22,352100.0 － －

　

(2) キャッシュ・フロー

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比ベ2百万円減少し、3億

円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における営業活動による資金の増加は5億32百万円となりました。これは主に、売上債権の減少13億93

百万円、減価償却費5億円、たな卸資産の減少額3億63百万円等の資金増加要因、税引前当期純損失8億23百万円、

仕入債務の減少額6億87百万円等の資金減少要因によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における投資活動による資金の減少は5億99百万円となりました。これは主に新規商材機器、保守用備

品、業務・事業用ソフトウエア等の設備投資に関する支出6億49百万円等の資金減少と敷金及び保証金の回収によ

る収入49百万円等の資金増加によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における財務活動による資金の増加は64百万円となりました。これは短期借入金の純増額26億44百万円

の資金増加、長期借入金の返済による支出25億円、ファイナンス・リース債務の返済による支出79百万円の資金減

少によるものであります。

なお、当事業年度からキャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前事業年度との対比は行っておりません。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）仕入実績

事業の種類別セグメントの名称
当事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

前年同期比（％）

ネットワークシステムソリューション

事業（百万円）
15,548 －

合計（百万円） 15,548 －

　（注）１．金額には消費税等は含まれておりません。

２．上記の金額には外注費等が含まれております。

３．前事業年度は連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較分析は行っておりません。　

(2）受注状況

事業の種類別セグメントの名称

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高(百万円)前年同期比（％）

ネットワークシステムソリューション

事業
22,675 － 7,011 －

 
ネットワークインテグレーション

サービス
12,801 － 2,147 －

 サポートサービス 9,873 － 4,863 －

合計 22,675 － 7,011 －

（注）１．金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

２．前事業年度は連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較分析は行っておりません。　
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(3）販売実績

事業の種類別セグメントの名称
当事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

前年同期比（％）

ネットワークシステムソリューション

事業（百万円）
22,352 －

 
ネットワークインテグレーション

サービス（百万円）
12,964 －

 サポートサービス（百万円） 9,387 －

合計（百万円） 22,352 －

　（注）１．主要な相手先別の販売実績は、総販売実績に対する割合が100分の10未満のため記載しておりません。

２．当事業年度における業種別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。

業種

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

売上高（百万円） 割合（％） 売上高（百万円） 割合（％）

製造業 － － 3,278 14.7

電力 － － 224 1.0

システムインテグレータ － － 3,099 13.9

通信 － － 2,181 9.7

自動車 － － 2,817 12.6

官公庁 － － 2,388 10.7

金融 － － 4,155 18.6

流通・サービス － － 1,611 7.2

私立学校 － － 1,863 8.3

その他 － － 731 3.3

合計 － － 22,352 100.0

３．金額には消費税等は含まれておりません。

４．前事業年度は連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較分析は行っておりません。
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３【対処すべき課題】

景気の低迷や競争の激化により、事業環境は依然として厳しい状況が続いている中で、当社では適正利益を確保でき

る体制を確立すべく、全社プロジェクト「NEP10（Netmarks Evolution Plan 2010）」を立ち上げ、社員一丸となった

改革に取り組んでおります。

本プロジェクトは、平成23年３月期を最終年度として計画を策定しており、今後もプロジェクトの完遂を目指して引

き続き推進し、業績回復に向けた道筋を確かなものにすべく、次の施策に取り組んでまいります。

(1) 選択と集中による有望市場、成長ソリューション分野の体制強化

当社の強みと市場動向を分析し、今後成長が期待できる分野への営業・技術両面での人員再配置と教育等の充実に

より、営業体制を更に強化してまいります。併せて、販売パートナーの開拓や販売提携先との各種ソリューションセ

ミナーの共同開催等、販売支援策も強化してまいります。

また、景気低迷により、ますます強まる顧客企業のＩＴ投資コストの抑制ニーズに応えられるよう、新しいソリュー

ションの開発も行ってまいります。

(2) 日本ユニシスグループとの業務提携強化

当社は、日本ユニシス㈱による当社株式の公開買付けの成立に伴い、平成19年６月７日付で日本ユニシスグループ

の一員となりました。これに伴い、同グループ各社との連携を深め戦略を共有するという事業方針に基づき、システ

ムインテグレーション及びネットワークインテグレーションの両事業における業務提携を決定しております。

当該業務提携は、当社の喫緊の経営課題である収益の回復を実現するために、現状のネットワーク機器販売を中心

とした事業モデルを変革するための大きな力となるものであります。今後、当社におきましては企業価値の向上を

第一義として、(a)上位システムを含めたソリューション及び提案力の強化 (b)相互顧客基盤へのクロスセルによ

る事業機会の拡大 (c)保守や購買機能等のスケールメリット実現によるコスト削減 (d)人材育成強化による技術

力・営業力の向上等を最優先に、日本ユニシスグループ各社との連携強化に引き続き取り組んでまいります。

(3) プロジェクト管理の強化と技術者の育成

システム構築において追加工数による不採算プロジェクトの発生を回避するため、提案段階からプロジェクトマネ

ジメント力の強化に努めてまいります。この実現に向け、平成20年10月には、従来の教育体系を見直し、効率的な人

材管理の実施及び総合的な教育の展開を実現するためにＩＣＴユニバーシティを創設、運用を開始しました。こう

した取組みを通じて、経験、技術力を備えた技術者やプロジェクトマネージャーを計画的に育成するとともに、大手

ベンダーの最先端の認定資格の取得を推進し、高度な技術の習得に努めてまいります。

(4) コンプライアンス強化と内部統制システムの運用

コンプライアンス意識の徹底に向けた社内体制の充実とともに、内部牽制機能の強化、社内の仕組みの改善に引き

続き取り組んでまいります。又、平成21年３月期に構築した財務報告に係る内部統制システムについても、運用の定

着化を図ってまいります。
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４【事業等のリスク】

当社の業績は、今後発生しうる様々なリスク要因により影響を受ける可能性があり、以下に当社が事業を推進してい

く上で経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性のある主なリスク要因として、本有価証券報告書提出日現在にお

いて考えられるものを記載しております。

(1) 企業のＩＴ投資について

当社の事業は、企業のＩＴ投資動向に左右されるため、企業の投資意欲が減退し需要が低迷した場合には、当社の業

績に影響が及ぶ可能性があります。このため、当社では、新規分野や新規顧客の開拓を積極的に推進して、特定顧客、

特定業種への依存を是正し、業績への影響を軽減するよう努めております。

(2) 競合先と新製品開拓について

当社は、常に競争力のある新製品の発掘に努めておりますが、既存製品から新製品へスムーズに移行できなかった

場合や競合先による優れたシステムやサービスが当社に先駆けて市場に提供された場合、並びに競合先との価格・

サービス競争が激化した場合には、当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。

(3) 業績の季節変動性について

当社が提供するソリューション及びサービスは、ネットワークシステムのコンサルティングから設計、構築、運用・

保守等に至るまでの総合的なサービス提供であり、主として企業による情報関連投資がその対象となります。多く

の企業が事業年度を４月から３月までと定めていることから、当社の売上高は第２四半期である９月及び特に期末

である３月にかけて集中する傾向があります。このため、当初想定していなかった商談の失注・成約遅れが発生し

た場合や納期の遅れ、お客様の検収遅れが発生した場合、さらにお客様の設備投資の実行計画が次期にずれ込んだ

場合には、業績に影響が及ぶ可能性があります。

(4) 情報漏洩に関するリスクについて

当社は、事業の性格上お客様の個人情報を取扱う場合があり、厳重な管理体制をとっております。しかしながら、万

が一の予期せぬ事態による流出に対応するため、一定額までの保険を付保しておりますが、それ以上の多額の対応

費用を要したり、社会的信用の失墜により、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

(5) 為替変動について

当社は、為替予約取引を利用して海外製品の輸入取引に関わる為替相場の変動リスクの軽減に努めておりますが、

変動リスクを全て排除することは不可能であります。従って、外国通貨に対し円安傾向となった場合は、円換算した

仕入価格が上昇することとなり、当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。

(6) 在庫リスクについて

当社は、きめ細かな発注管理により在庫を必要最小限にし、陳腐化リスクを回避するよう努めておりますが、市場の

変化、顧客事情等により販売予測が変動した場合、当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。

(7) 投資先の業績の悪化に伴う影響について

当社が保有する投資有価証券には、関係会社、取引先等の公開及び非公開株式が含まれており、投資先企業の業績や

財政状態の悪化による下落リスクが内在しております。今後、当該投資先の業績が悪化し、当該株式の市場価格又は

実質価額が著しく下落した場合には、当社の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 有利子負債依存度と金利の上昇について

当社グループの運転・設備資金は、親会社である日本ユニシス㈱及び金融機関からの借入に依存しており、総資産

に対する有利子負債の比率が高くなっております。但し、今後、借入金の増加や大幅な金利上昇があれば、当社グ

ループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

(9) 人材の確保について

当社は、高度化・多様化するお客様のニーズに迅速かつ的確に対応するために、優秀な技術者等の確保が重要と認

識しております。当社では社員教育と技術研修を通じて人材育成に努めておりますが、当社が必要とする優秀な技

術者等が確保できない場合、当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。

(10) 減損会計適用による影響

固定資産の減損会計適用に伴い、当社の業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。

(11) 不採算プロジェクトの発生について
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当社は、システム構築において納入後の不具合、仕様変更に伴う工数の追加により採算が悪化した場合、当社の業績

に影響が及ぶ可能性があります。当社では不採算プロジェクトの発生を回避するために、提案力強化に加え、引合い

・見積り・受注段階からのプロジェクトマネジメント力の強化に努めてまいります。

(12) 復配について

当社は今後、欠損金について早期の解消を目指してまいりますが、当社の事業が計画どおり進展しなかった場合に

は、復配につき長期間を要する可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

(1) 販売代理店契約

当社は、下記の仕入先をはじめとして主要仕入先と仕入に関する基本契約（販売代理店契約）を締結しておりま

す。

契約先 契約形態 契約期間 契約内容

シスコシステムズ合同会社 販売代理店契約
平成21年８月15日から

平成23年７月31日まで

日本国内でのCisco Systems Inc.製品の

販売及びメンテナンス・サポート契約

（注）１．当社は第２四半期会計期間において、前事業年度以前より締結しておりましたシスコシステムズ合同会社と

の販売代理店契約を２週間延長し、契約満了日を平成21年８月14日といたしました。その間、同社と協議を重

ね、平成21年８月15日付にて、契約内容を改定の上、販売代理店契約を更新いたしました。　

２．同社との契約は、契約期間の終了毎に契約内容を改定の上、更新することとなっております。

(2) 委託契約

当社は、日本ユニシスグループとの連携強化の一環として、日本ユニシス㈱の子会社であるユニアデックス㈱と下

記の委託契約を締結しております。

契約先 契約形態 契約期間 契約内容

ユニアデックス㈱ 委託契約

平成21年４月１日から

平成22年３月31日まで

（１年毎の自動更新）

当社が顧客に販売した機器及びプログラ

ムの導入サービス及びサポートサービス

の委託契約

（注）本契約は自動更新のため、本有価証券報告書提出日現在においては、契約期間は平成22年４月１日から平成23年

３月31日となっております。

(3) 株式交換契約（当社を完全子会社とする株式交換）

当社は、平成22年５月21日開催の取締役会において、日本ユニシス㈱との間で日本ユニシス㈱を完全親会社とし、当

社を完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日付で株式交換契約を締結いたしました。

① 株式交換の目的

日本ユニシス㈱は、平成19年６月７日付で当社の普通株式115,909株を取得し、当社を連結子会社化しました。

その後、業務提携や第三者割当増資の引受けを行うなどして、当社を日本ユニシスグループにおけるICT事業の

中核企業の一つとして位置付け、当社の強固な体制構築、事業拡大を図ってまいりました。

今後両社がより密接な連携を行うことにより、競争力強化を図っていく中で、両社にて慎重に協議を重ねた結

果、当社を日本ユニシス㈱の完全子会社とし、両社一体となって経営判断のスピードアップを図ることが両社

の既存株主、顧客、従業員及び取引先等のステークホルダーの皆様の利益に資するものと判断しました。

② 株式交換の方法　

平成22年５月21日付けで締結した株式交換契約に基づき、日本ユニシス㈱を完全親会社、当社を完全子会社と

する株式交換となります。株式交換は、日本ユニシス㈱については会社法第796条第３項の規定に基づく簡易株

式交換の手続きにより株主総会の承認を得ずに、当社においては平成22年６月25日開催の定時株主総会におい

て承認を得ており、平成22年８月１日を効力発生日とする予定です。

なお、当該株式交換の結果、効力発生日である平成22年８月１日をもって、当社は日本ユニシス㈱の完全子会社

となり、当社は平成22年７月28日付で上場廃止となる予定です。

③ 株式交換比率

当社の普通株式１株に対して、日本ユニシス㈱の普通株式25株を割当て交付します。但し、日本ユニシス㈱が保

有する当社普通株式205,945株については、株式交換による株式の割当てを行いません。

④ 算定根拠

日本ユニシス㈱及び当社は、当該株式交換の株式交換比率については、その公正性・妥当性を確保する観点か

ら、各社がそれぞれ別個に、両社から独立した第三者算定機関に対して株式交換比率の算定を依頼し、市場株価

法、ディスカウンティッド・キャッシュフロー法等による分析結果を総合的に勘案して株式交換比率を決定い

たしました。
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⑤ 株式交換完全親会社となる会社の資本金・事業の内容等

商 号 日本ユニシス株式会社

本店の所在地 東京都江東区豊洲一丁目１番１号

代表者の氏名 代表取締役社長　籾井勝人

資本金の額 5,483百万円（平成22年３月31日現在）

事業の内容

コンサルティングサービス、ＩＴソリューション、アウトソーシングサー

ビス、サポートサービス及びシステム関連サービスの提供、並びにコン

ピュータシステムの販売他

(注) 上記株式交換契約（当社を完全子会社とする株式交換）に関する内容は、当社の臨時報告書（平成22年

５月21日に関東財務局に提出）にて開示しております。

　

６【研究開発活動】

当社における研究開発活動は、事業基盤強化と営業支援活動の一環として、マーケットを重視した新製品開拓と新

サービスの開発を基本方針としております。

当事業年度における主な活動内容としては、次のとおりであります。

当社はセキュリティ分野で、ワンタイムパスワード方式を用いた認証機能をASP形式で提供するSecureID認証代行

サービスに株式会社NTTデータ製のRSA SecureID携帯電話版ソフトウエアトークンを採用し、新たにサービス開始し

ました。ワンタイムパスワード認証用として従来から利用しているキーホルダー型等のハードウエアトークンに加

え、今回、携帯電話版ソフトウエアトークンが利用可能になったことで、利用者の利便性向上と管理者の運用負荷の軽

減が可能になります。

また、当社は、日本ユニシス㈱が提供するSaas型リモートアクセスツール「SASTIK?サービス」と富士通ソフトケー

シーエス㈱が提供するGoogle Apps対応アクセス制限サービス「Cloud Gate SSO」を組み合わせることで、PCからセ

キュアにGoogle Appsへのリモート接続を可能にする新サービス「Google Apps向けリモートアクセスソリューショ

ン」を富士通ソフトケーシーエス㈱と共同で開発し、提供を開始しました。Google Appsはデータを安全なクラウドに

保存しつつ、アクセスする端末・場所を問わずリモートオフィスとして使えるユビキタス性の高さを備えていました

が、本サービスにより、Google Appsへのリモートアクセスを「SASTIKサービス」からのみに許可し、かつデータ保存

を抑止することで、PC端末のウイルス感染や紛失等に起因する情報流出を阻止することが可能になります。

これらの開発活動に加え、継続的な新製品開拓と新規ソリューションの開発活動の結果、当事業年度の研究開発費の

総額は84百万円となりました。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当事業年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。

（財政状態の分析）

(1）資産、負債及び純資産の状況

（流動資産）

当事業年度末における流動資産の残高は、84億88百万円（前事業年度末は100億90百万円）となり、16億2百万円減

少しました。

その増減の主なものは、期末の売上減少による売上債権の減少（13億70百万円）、たな卸資産の減少（3億63百万

円）であります。

（固定資産）

当事業年度末における固定資産の残高は、25億67百万円（前事業年度末は26億19百万円）となり、51百万円減少し

ました。

その増減の主なものは、リース資産の減少（88百万円）、敷金の回収による減少（40百万円）、工具、器具及び備品

の増加（91百万円）等であります。

（流動負債）

当事業年度末における流動負債の残高は、100億33百万円（前事業年度末は91億円）となり、9億32百万円減少しま

した。

その増減の主なものは、1年内返済予定の長期借入金の減少（7億50百万円）、仕入債務の減少（6億77百万円）、未

払費用の減少（1億38百万円）、関係会社短期借入金の増加（26億円44百万円）であります。

（固定負債）

当事業年度末における固定負債の残高は、7億1百万円（前事業年度末は24億96百万円）となり、17億94百万円減少

しました。

その増減の主なものは、長期借入金の減少（17億50百万円）及びリース債務の減少（89百万円）であります。

（純資産）

当事業年度末における純資産の残高は3億20百万円（前事業年度末は11億13百万円）となり、7億92百万円減少しま

した。

その増減は、当期純損失（8億27百万円）、その他有価証券評価差額金の増加（37百万円）、繰延ヘッジ損益の減少

（2百万円）であります。

(2）キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ2百万円減少し、3億円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における営業活動による資金の増加は5億32百万円となりました。これは主に、売上債権の減少13億93百

万円、減価償却費5億円、たな卸資産の減少額3億63百万円等の資金増加要因、税引前当期純損失8億23百万円、仕入債

務の減少額6億87百万円等の資金減少要因によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における投資活動による資金の減少は5億99百万円となりました。これは主に新規商材機器、保守用備

品、業務・事業用ソフトウエア等の設備投資に関する支出6億49百万円等の資金減少と敷金及び保証金の回収によ

る収入49百万円等の資金増加によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における財務活動による資金の増加は64百万円となりました。これは短期借入金の純増額26億44百万円

の資金増加、長期借入金の返済による支出25億円、ファイナンス・リース債務の返済による支出79百万円の資金減

少によるものであります。

なお、当事業年度からキャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前事業年度との対比は行っておりません。
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(3）資金需要

当社の資金需要のうち主なものは、恒常的な設備及び投資資金と、製品仕入、外注費、販売費及び一般管理費等の営

業費用に充当するための運転資金であります。

(4）財務政策

当社の所要資金は、内部資金及び日本ユニシス㈱及び金融機関からの借入によるものであります。また、当社は日本

ユニシスグループ・キャッシュマネージメントサービスを利用することにより、資金効率を高め、有利子負債の削

減を進めております。

　

（経営成績の分析）

(1）売上高

当事業年度の売上高は、前事業年度に比べ80億91百万円減少し、223億52百万円（前年同期比26.6％減）となりまし

た。

ネットワークインテグレーションサービスは、設備投資の大幅な減少に伴うネットワークインテグレーション構築

商談の一時検討中止・延期・見直し、及び採算性を重視した選別受注の取り組みを行った影響等により売上高は

129億64百万円（同37.6％減）となりました。

サポートサービスは顧客の事業環境厳しさを背景として、既存保守サービスの見直し、対象機器の縮小等の影響が

あったものの、運用・監視サービスのメニュー拡充等によりにより、売上高は93億87百万円（同3.0％減）にとどま

りました。

なお、ソリューション別の売上高の分析は、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (1) 業績」の項目をご参照下さ

い。

(2）売上原価、売上総利益

当事業年度の売上原価は、171億78百万円と前事業年度に比べ62億3百万円減少しましたが、売上高に対する比率は

76.9％と前事業年度に比べ0.1ポイント上昇しました。

この結果、売上総利益は18億87百万円減少し、51億73百万円（同26.7％減）となり、売上高総利益率は23.1％と前事

業年度に比べ0.1ポイント低下しました。

(3）販売費及び一般管理費、営業利益

当事業年度の販売費及び一般管理費は、前事業年度に比べ7億80百万円減少し、58億88百万円（同11.7％減）となり

ました。

これは主に、経費の費消効率化等によるものであります。このように販売費及び一般管理費は圧縮したものの、ネッ

トワークインテグレーションサービス売上の減少をカバーできず、営業損失は7億15百万円（前期は3億92百万円の

営業利益）となりました。

(4）営業外収益・営業外費用、経常利益

当事業年度において、営業外収益を25百万円、営業外費用を89百万円計上しました。

営業外収益の主なものとして、債務勘定整理益10百万円、受取配当金6百万円を計上しております。また、営業外費用

の主なものとして、支払利息71百万円、為替差損8百万円を計上しております。この結果、経常損失は7億79百万円

（前期は2億46百万円の経常利益）となりました。

(5）特別利益・特別損失、税引前当期純利益

当事業年度において、特別利益を7百万円、特別損失を51百万円計上しました。

特別利益の主なものとして、たな卸資産処分益5百万円を計上しております。また、特別損失の主なものとして、関係

会社出資金評価損36百万円、固定資産除却損9百万円を計上しております。この結果、税引前当期純損失は8億23百万

円（前期は2億90百万円の税引前当期純利益）となりました。

(6）法人税・住民税及び事業税、法人税等調整額

当事業年度において、法人税等を3百万円（前年同期比67.3％減）計上しました。これは長期前払年金費用がなくな

り、これに係る長期繰延税金負債を全額取り崩したためであります。

(7）当期純損益

当事業年度の当期純損失は、8億27百万円（前期は2億79百万円の当期純利益）となり、１株当たり当期純損失金額

は3,141円92銭（前期は1,060円14銭の１株当たり当期純利益）となりました。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社の当事業年度における設備投資は、総額622百万円（前連結会計年度は1,185百万円）であり、その主なものは、新

規商材機器、保守用備品等の更新設備並びに業務及び事業用ソフトウエアであります。

　

２【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は、以下のとおりであります。

 平成22年３月31日現在

事業所名
（所在地）

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容
帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）

建物
（附属設備）

工具、器具　及
び備品

リース資産 ソフトウエア 合計

本社

(東京都江東区)

ネットワークシ

ステムソリュー

ション事業

建物附属設備

業務用ＯＡ設備

 

(2,320.9㎡)

16
494 379 297 1,187

231

 （57) 

西日本支社

(大阪市北区)

ネットワークシ

ステムソリュー

ション事業

業務用ＯＡ設備

評価測定機器

 

(639.51㎡)

0
16 － 0 17

48

   (10)

中部支社

(名古屋市中区)

ネットワークシ

ステムソリュー

ション事業

建物附属設備

業務用ＯＡ設備

評価測定機器

(728.25㎡)

7
10 － 0 19

33

　 (9)

営業所

(福岡市博多区他)

ネットワークシ

ステムソリュー

ション事業

建物附属設備

業務用ＯＡ設備

評価測定機器

(453.21㎡)

4
9 － 0 14

22

　(4)

技術センター

(東京都江東区)

ネットワークシ

ステムソリュー

ション事業

建物附属設備

業務用ＯＡ設備

評価測定機器　

(3,783.2㎡)

19
559 － 299 878

236

 (190)

品質管理センター

(東京都大田区)

ネットワークシ

ステムソリュー

ション事業

 

品質検査設備

 

(1,047.49㎡)

－
8 － 0 9

7

　 (13)

　（注）１．金額には消費税等を含んでおりません。

２．上記の営業所には全国各地の４営業所を含めております。

３．建物（　）内は賃借中の面積であり、当期支払賃借料は512百万円であります。

４．従業員数（　）内は年間の平均臨時従業員数を外書きしております。

５．上記の他、業務用ＯＡ設備及び評価測定機器等をリースにより使用しており、当期支払リース料は25百万円

であります。

３【設備の新設、除却等の計画】

当社の設備投資については、業績見込、投資効率、業界動向などを総合的に勘案して策定しており、その所要資金につ

いては、自己資金又は借入金等を充当する予定であります。

平成23年３月末までの重要な設備の新設計画の内訳は以下のとおりであります。

 平成22年３月31日現在

会社名
事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容
投資予定金額

資金調達方法
着手及び完了予定年月

完成後
増加能力

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

着手 完了

㈱ネットマー

クス

ネットワークシ

ステムソリュー

ション事業

新規商材検証設備、運用

支援センター設備、保守

用機材、業務用設備他　　　

719 －
自己資金及び

借入金
平成22年4月平成23年3月  －

　（注）１．上記金額には消費税等を含んでおりません。

２．上記設備計画による生産能力の増加については、当社の事業の性格上、生産能力を測定することが困難であ

るため記載しておりません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 512,000

計 512,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）
（平成22年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年６月25日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 264,884　 264,884
東京証券取引所

市場第二部
（注）１、２

計 264,884 264,884 － －

（注）１．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２．当社は単元株制度は採用しておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成14年６月28日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成22年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成22年５月31日）

新株予約権の数（個） 35 －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 －

新株予約権の目的となる株式の数（株） 560 （注）１、２ －

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,625 （注）３ －

新株予約権の行使期間
自 平成16年７月１日

至 平成22年３月31日
（注）４、５ －

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　50,625

資本組入額　25,313
（注）３ －

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時にお

いて当社の取締役、監査役、従業

員の地位を保有していることを

要する。但し、任期満了による退

任及び定年退職等一定の事由に

該当する場合には、この限りでな

い。

②新株予約権の行使に関するその

他の条件については、株主総会及

び取締役会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締結する

新株予約権付与契約に定めると

ころによる。

－

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入、その他一

切の処分は認めない。

新株予約権者が死亡した場合、その

相続人は新株予約権を相続しない。

－

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
－ －

（注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から既に発行した株数及び従業員の

退職等により消滅した新株予約権の権利行使株数を減じた数のことであります。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整さ

れます。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

（１株未満の株式は切り捨てる）

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合には、払込金額は次の算式により調整されます。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

４．権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。

５．平成22年３月31日をもって権利行使期間を終了しております。　
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②平成15年６月30日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成22年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成22年５月31日）

新株予約権の数（個） 80 －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 －

新株予約権の目的となる株式の数（株） 320 （注）１、２ －

新株予約権の行使時の払込金額（円） 111,250 （注）３ －

新株予約権の行使期間

自 平成17年７月１日

至 平成22年３月31日

　

（注）４ －

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 111,250

資本組入額  55,625
（注）３ －

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時にお

いて当社の取締役、監査役、従業

員の地位を保有していることを

要する。但し、任期満了による退

任及び定年退職等一定の事由に

該当する場合には、この限りでな

い。

②新株予約権の行使に関するその

他の条件については、株主総会及

び取締役会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締結する

新株予約権割当契約に定めると

ころによる。

－

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締

役会の承認を要する。
－

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
－ －

（注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から既に発行した株数及び従業員の

退職等により消滅した新株予約権の権利行使株数を減じた数のことであります。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整さ

れます。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

（１株未満の株式は切り捨てる）

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による１円未満の端

数は切り上げます。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）するとき

は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げます。

調整後
 

＝
調整前

 

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数　×　１株当たり払込金額

１株当たりの時価

払込金額 払込金額 既発行株式数　＋　新規発行株式数

４．平成22年３月31日をもって権利行使期間を終了しております。　
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③平成16年６月24日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成22年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成22年５月31日）

新株予約権の数（個） 24 （注）４

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 －

新株予約権の目的となる株式の数（株） 48 （注）１、２ －

新株予約権の行使時の払込金額（円） 335,261 （注）３ －

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月１日

至　平成23年３月31日
－

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　335,261

資本組入額　167,631
（注）３ －

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時にお

いて当社又は当社の関係会社の

取締役、監査役、従業員の地位を

保有していることを要する。但

し、任期満了による退任及び定年

退職等一定の事由に該当する場

合には、この限りでない。

②新株予約権の行使に関するその

他の条件については、株主総会及

び取締役会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締結する

新株予約権割当契約に定めると

ころによる。

－

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締

役会の承認を要する。
－

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
－ －

　（注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から既に発行した株数及び従業員の

退職等により消滅した新株予約権の権利行使株数を減じた数のことであります。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整され

ます。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

（１株未満の株式は切り捨てる）

３．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げます。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）するとき

は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げます。

調整後
　

＝
調整前

　

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数　×　１株当たり払込金額

１株当たりの時価

払込金額 払込金額 既発行株式数　＋　新規発行株式数

４．新株予約権者から「新株予約権放棄書」が提出されたことに伴い、会社法第287条に基づき平成22年５月25

日付にて消滅いたしました。
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④平成17年６月24日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成22年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成22年５月31日）

新株予約権の数（個） 500 （注）４

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 －

新株予約権の目的となる株式の数（株） 500（注）１、２ －

新株予約権の行使時の払込金額（円） 328,030（注）３ －

新株予約権の行使期間
自　平成19年７月１日

至　平成24年３月31日
－

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　328,030

資本組入額　164,015
（注）３ －

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時にお

いて当社又は当社の関係会社の

取締役、監査役、従業員の地位を

保有していることを要する。但

し、任期満了による退任及び定年

退職等一定の事由に該当する場

合には、この限りでない。

②新株予約権の行使に関するその

他の条件については、株主総会及

び取締役会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締結する

新株予約権割当契約に定めると

ころによる。

－

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締

役会の承認を要する。
－

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
－ －

　（注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から既に発行した株数及び従業員の

退職等により消滅した新株予約権の権利行使株数を減じた数のことであります。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整され

ます。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

（１株未満の株式は切り捨てる）

３．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げます。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）するとき

は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げます。

調整後
　

＝
調整前

　

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数　×　１株当たり払込金額

１株当たりの時価

払込金額 払込金額 既発行株式数　＋　新規発行株式数

４．新株予約権者から「新株予約権放棄書」が提出されたことに伴い、会社法第287条に基づき平成22年５月24

日付にて消滅いたしました。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

平成22年２月１日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありませ

ん。  

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（百万円）

資本金
残高

（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成17年４月１日～

平成18年３月31日

（注）１

2,479 174,848 51 2,970 51 2,080

平成20年２月18日

（注）２
90,036 264,884 749 3,720 749 2,830

　（注）１．ストックオプションの権利行使

２．有償第三者割当増資 

発行株数 90,036株、発行価格 16,660円、資本組入額 8,330円

割当先：日本ユニシス㈱

(6) 【所有者別状況】

 平成22年３月31日現在

区分

株式の状況
端株の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人）  － 2 11 39 10 1 3,717 3,780 －

所有株式数

（株）
 － 331 471 221,270 735 2 42,075264,884 －

所有株式数の

割合（％）
 － 0.13 0.18 83.53 0.28 0.00 15.88 100.00 －

（注）自己株式1,476株は、「個人その他」に含めて記載しております。
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(7) 【大株主の状況】

 平成22年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

日本ユニシス株式会社 東京都江東区豊洲1丁目1-1 205,945 77.75

住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5-33 10,491 3.96

ネットマークス従業員持株会 東京都江東区豊洲1丁目1-1 4,122 1.56

ＴＩＳ株式会社 東京都港区海岸1丁目14-5 1,600 0.60

リコーテクノシステムズ株式会社 東京都台東区浅草橋5丁目20-8 800 0.30

株式会社テリロジー 東京都千代田区九段北1丁目13-5 800 0.30

佐藤　昭雄 神奈川県藤沢市 744 0.28

福原　智 千葉県船橋市　 613 0.23

国吉　憲二 沖縄県那覇市 611 0.23

有賀　康修 東京都台東区 596 0.23

計  226,322 85.44

（注）上記の他、自己株式が1,476株（0.56％）あります。　
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(8) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　 1,476 －
権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　 263,408 263,408 同上

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 264,884 － －

総株主の議決権 － 263,408 －

 

②【自己株式等】

 平成22年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ネットマークス
東京都江東区豊洲

一丁目１番１号
1,476 － 1,476 0.56

計 － 1,476 － 1,476 0.56

　

（第三者割当等による取得者の株式等の移動状況）

平成20年２月18日第三者割当増資により発行した株式の取得者日本ユニシス㈱から、平成20年２月18日から２年間、

当該割当新株の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡

価格、譲渡の方法等を書面により報告していただく旨の確約書を得ております。なお、当該株式について当事業年度の

開始日から有価証券報告書の提出日までの間に、日本ユニシス㈱による株式の移動は行われておりません。
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(9) 【ストックオプション制度の内容】

（平成16年６月24日定時株主総会決議）

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年６月24日開催の定時株主総会において決議した新株

予約権につきましては、新株予約権者から「新株予約権放棄書」が提出されたことに伴い、会社法第287条に基づき

平成22年５月25日付にて消滅いたしました。

　

（平成17年６月24日定時株主総会決議）

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年６月24日開催の定時株主総会において決議した新株

予約権につきましては、新株予約権者から「新株予約権放棄書」が提出されたことに伴い、会社法第287条に基づき

平成22年５月24日付にて消滅いたしました。　

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数
（株）

処分価額の総額
（円）

株式数
（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － －  －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式
－  －  －  －

その他

（－）
 －  －  － －

保有自己株式数 1,476  － 1,476  －

（注）当期間における保有自己株式数には、平成22年６月１日からこの有価証券報告書提出日までのストックオプショ

ンの権利行使割当による自己株式数の減少を反映しておりません。

３【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題として認識し、配当につきましては、業績・配当性向・内部

留保等を総合的に勘案し、安定した配当を継続することを基本方針としております。

これら剰余金の配当は、株主総会の決議にて毎年３月31日を基準日として期末配当を行い、また、定款の定めにより取

締役会の決議にて毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができるとしております。

しかしながら、当事業年度の配当につきましては当期純損失を計上し、配当の原資となる利益剰余金がマイナスであ

ることから、誠に不本意ではございますが無配とさせていただきます。

今後、一層の経営基盤の強化を図るとともに、事業発展のための内部資金の確保に留意しつつ、株主の皆様のご期待に

沿うよう復配に向け全力を挙げてまいりますが、厳しい経済環境が続いており、次期の配当金につきましても、無配と

させていただかなければならない状況であります。
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４【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期
決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

最高（円） 345,000 196,000
80,300

43,500 34,000
35,600

最低（円） 159,000 70,700
28,450

12,900 14,000
13,500

　（注）１．当社株式は、平成15年６月12日から東京証券取引所市場第二部に上場され、平成17年３月１日をもって市場第

一部へ指定替えとなり、平成19年８月３日をもって市場第二部へ指定替えとなっております。

２．最高・最低株価は、平成17年３月１日より平成19年８月２日までは東京証券取引所市場第一部におけるもの

であり、それ以後は市場第二部におけるものであります。第12期の上段は市場第一部、下段は市場第二部にお

ける株価であります。 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成21年10月平成21年11月平成21年12月平成22年１月 平成22年２月 平成22年３月

最高（円） 26,500 21,500 20,700 17,100 17,000 15,800

最低（円） 20,100 14,500 14,000 15,050 14,000 14,000

（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役

社長
 佐藤　宏 昭和26年９月26日生

昭和50年４月住友電気工業㈱入社

平成16年６月当社取締役執行役員ネット

ワークソリューション事業本

部長

平成17年４月当社取締役常務執行役員公共

・パートナー事業本部長

平成18年３月日本テレコムネットワークシ

ステムズ㈱取締役

平成19年７月当社代表取締役副社長ソ

リューション事業本部長営業

統括

平成19年12月当社代表取締役副社長マーケ

ティング本部長

平成20年４月

平成22年４月　

当社代表取締役副社長

当社代表取締役社長（現任）

（注）３ 290

取締役専務

執行役員
 松浦　光男 昭和27年８月６日生

昭和50年４月三井物産㈱入社

平成９年９月 同社情報電子機械部・ソ

リューション事業部コン

ピュータ・システム営業部長

平成13年２月Mitsui Comtek Corp.

President&CEO

平成14年４月Mitsui Comtek Corp.

President&CEO兼米国三井物産

SVP情報産業本部長

平成16年５月三井物産㈱情報産業本部ユニ

シス事業戦略担当部長

平成17年11月日本ユニシス㈱経営企画部担

当役員補佐

平成18年４月同社経営企画部・事業企画部

担当役員補佐

平成19年６月同社執行役員経営企画部・事

業企画部担当役員補佐

平成19年７月当社取締役専務執行役員 社長

補佐

平成21年４月

　

平成22年４月　

当社取締役専務執行役員（現

任）

日本ユニシス㈱執行役員（現

任）　

（注）３ －

取締役常務

執行役員

経営企画部長兼

法務部長
松尾　桂志 昭和32年10月17日生

昭和56年４月日本ユニシス㈱入社

平成９年４月 同社経理部予算管理室長

平成14年１月同社経営企画部

平成16年４月同社人事総務企画部長

平成17年５月同社人事総務企画部長兼経営

企画部経営企画室長

平成17年10月同社経営企画部長兼業務部長

平成18年４月同社経営企画部長

平成19年６月同社経営企画部担当役員付

平成19年７月当社取締役常務執行役員管理

部門統括

平成20年４月

　

平成21年９月　

　

当社取締役常務執行役員経営

企画部長

当社取締役常務執行役員経営

企画部長兼法務部長（現任）

（注）３ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役  白鳥　惠治 昭和20年５月10日生

昭和44年７月三井物産㈱入社

平成元年５月 英国三井物産㈱経理部長

平成６年８月 三井物産㈱経理部海外税務室

長

平成10年１月同社情報産業経理部長

平成12年７月同社機械経理部長

平成13年６月日本ユニシス㈱代表取締役常

務取締役

平成15年６月同社代表取締役常務執行役員

平成19年４月同社代表取締役専務執行役員

平成19年７月当社取締役（現任）

平成21年４月

　

平成22年４月　

日本ユニシス㈱代表取締役副

社長執行役員

同社代表取締役上席副社長執

行役員（現任）

（注）３ －

取締役  福永　努 昭和22年２月４日生

昭和44年４月日本ユニシス㈱入社

平成３年４月 同社金融営業第一本部金融営

業部長

平成９年６月 同社総合企画部長

平成11年６月同社取締役参与

平成14年６月同社執行役員

平成15年６月同社取締役

ユニアデックス㈱代表取締役

社長

平成17年10月日本ユニシス㈱代表取締役常

務執行役員

平成19年４月同社代表取締役専務執行役員

平成19年７月当社取締役（現任）

平成21年４月

　

平成22年４月　

日本ユニシス㈱代表取締役副

社長執行役員（現任）

ユニアデックス㈱取締役（現

任）　

（注）３ －

常勤監査役  中田　幸治 昭和23年６月18日生

昭和47年４月日本アイ・ビー・エム㈱入社

平成12年６月日本アイ・ビー・エムIPC㈱購

買部長

平成16年８月当社購買部長

平成19年４月当社業務管理室長

平成19年７月当社常勤監査役（現任）

（注）４ －

常勤監査役  榮　哲男 昭和24年11月21日生

昭和52年12月日本ユニシス㈱入社

平成８年４月 同社I&C営業部第一本部営業一

部長  

平成14年４月同社I&C第二統括部長 

平成16年４月 同社中国支社長 

平成19年４月同社ゼネラルビジネス事業部

長

平成20年4月　　

　　　　

　

平成21年４月　

　

平成22年４月

平成22年６月　

ユニアデックス㈱執行役員　

KDDI事業部副本部長　　　　

同社執行役員KDDI事業部副本

部長兼KDDI事業推進部長

同社顧問（現任）

当社常勤監査役（現任）　

（注）４ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

監査役  龍野　隆二 昭和24年２月15日生

昭和47年４月日本ユニシス㈱入社

平成８年４月 同社営業経理部一室長

平成12年４月同社営業経理部長

平成15年４月同社経理部長

平成15年６月同社執行役員経理部長

平成19年４月同社常務執行役員J-SOXプロ

ジェクト部長

平成19年７月

平成22年４月　

当社監査役（現任）

日本ユニシス㈱常務執行役員

（現任）　

（注）６ －

監査役  宇佐美　洋 昭和27年５月20日生

昭和52年４月共栄火災海上保険相互会社入

社

昭和60年11月㈱東京工業品取引所企画調査

課長

平成元年12月㈱大洗パークホテル専務取締

役

平成９年４月 一橋大学商学部客員教授

税理士登録（東京税理士会）

平成14年４月青山学院大学大学院法学研究

科客員教授（現任）

平成16年４月多摩大学大学院経営情報学研

究科教授（現任）

平成21年６月当社監査役（現任）

（注）５ －

    計  290

　（注）１．取締役白鳥惠治、福永　努の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役榮　哲男、龍野隆二、宇佐美　洋の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．平成22年６月25日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

４．平成22年６月25日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

５．平成21年６月25日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

６．平成20年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

７．当社では執行役員制度を導入して取締役会の監視機能と業務執行機能を明確に分離し、取締役会の迅速な

意思決定と業務執行の監督機能の強化を図っております。

平成22年６月25日現在の執行役員は以下のとおり11名で構成されております。

取締役専務執行役員　　　　　　　　　　　　　松浦光男

取締役常務執行役員経営企画部長兼法務部長　　松尾桂志

上席常務執行役員第一事業本部長　　　　　　　樋口孝光

上席常務執行役員　　　　　　　　　　　　　　鷲見晴美

常務執行役員第四アカウント統括部長　　　　　山川拓也

常務執行役員経理部長　　　　　　　　　　　　西川康雄

常務執行役員第二事業本部長　　　　　　　　　上山広三

執行役員　　　　　　　　　　　　　　　　　　橘　伸俊

執行役員第二事業本部副本部長　　　　　　　　古川徹也

執行役員西日本支社長　　　　　　　　　　　　芦沢淳一

執行役員第一事業本部副本部長　　　　　　　　多田篤史
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①企業統治の体制

当社は、変化の激しい経営環境の中にあって、企業価値の継続的な増大に向けて、透明性の高い効率的で健全な経

営を実現することがコーポレート・ガバナンスの基本と考え、経営上の最も重要な課題のひとつと位置付けてお

ります。

平成21年４月１日には「企業行動憲章」を制定し、コーポレート・ガバナンスについて次のように定めておりま

す。

　〔コーポレート・ガバナンスの強化・充実〕

ネットマークスは、継続的に企業価値を高めていくために、内部統制等の体制を整備し、コーポレート・ガバナ

ンスの強化・充実に努めます。

１．倫理的で透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制を維持・強化します。

２．企業情報を適時適切に開示し、経営の透明性を図ります。

３．ネットマークスの経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに的確に対処します。リスクが発生した場合、

またはリスクが発生するおそれのある場合には、迅速かつ的確な対応を図ります。

・企業統治の体制の概要

当社は監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会を設置しております。また、経営の執行と監督を分離

し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に、執行役員制度を導入し、経営会議を設置しておりま

す。

イ．取締役会

取締役会は、取締役５名で構成され、その内２名が社外取締役であり経営の監督機能強化が図られており

ます。取締役会は毎月１回以上開催されており、重要事項等の決定や報告が行われております。また、監査

役４名（内、常勤監査役２名）は取締役会に出席しております。

ロ．監査役会

監査役会は、監査役４名（内、常勤監査役２名）で構成され、その内３名が社外監査役であります。監査役

会は毎月１回以上開催されており、監査役監査基準、監査方針、監査計画を定めております。

ハ．経営会議

経営会議は、常勤取締役及び役付執行役員で構成されております。経営会議は原則として週１回開催され

ており、業務執行の課題につき、迅速な意思決定が行われております。また、常勤監査役は経営会議に出席

しております。なお、平成21年４月１日より、経営会議における意思決定は、常勤取締役による合議の上、社

長が決することとしております。
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企業統治の体制図は以下のとおりであります。

・企業統治の体制を採用する理由

当社は、監査役４名のうち社外監査役を３名選任しております。監査役は、全員毎月開催される取締役会に出席

しているほか、常勤監査役２名は経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監査しております。ま

た、取締役５名のうち社外取締役を２名選任しており、毎月開催される取締役会において客観的見地に立って

のご意見をいただいております。以上のことから、経営の監督機能の客観性及び中立性が十分に確保される体

制であると考え、現在の体制を採用しております。

・その他の企業統治に関する事項

〔業務の適正を確保するための体制〕　

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、「業務の適正を確保するための体制」を以下のとおり整備して

おります。

イ. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社はコンプライアンスを業務執行の最重要課題と認識し、「企業行動憲章」、「コンプライアンス

規程」に基づき、法令、社会規範、社内規則を遵守し、倫理的な活動を行う。

(2) 職務執行の適法性を高めるための牽制機能として、取締役会に社外取締役が常時出席する。

(3) 取締役の職務執行については監査役会の定める監査の方針等に従い、各監査役の監査対象となる。

ロ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会の議事録を作成し保存するとともに、文書管理規定の定めるところに従い、起案決裁書等、取締役

の職務の執行及び決裁に係る情報について記録し、適切な管理を行う体制とする。

ハ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 損失の危険（リスク）については、社内規程「リスクマネジメント規程」に基づき、以下を実施する

体制とする。

a.平常時、各部はリスクが発生しないように予防措置を講じる。また、各部として対応すべきリスク毎

に、万一リスクが発生した際の対応方法を策定して、手順書を定めておく。

b.平常時、リスクマネジメント委員会は、全社横断的なリスクや、リスクが発生すると影響が大きいと

思われるものについて、全社的に予防措置を講じるとともに、各部が定めた対応方法についてのレ

ビューを行い、リスク管理プロセスの見直し、改訂を行う。

c.重大なリスクが顕在化し緊急の対応が必要な場合には、リスクマネジメント委員会が危機管理レベ

ルの判定や対策本部の設置等を行う。
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(2) 事業継続活動については、事業継続計画の対象となるリスクに関し、「日本ユニシスグループ事業継

続計画・管理ポリシー」および「日本ユニシスグループ事業継続計画関連P&P」に則るものとする。

(3) リスクマネジメント委員会は委員会に報告された重大な事故を監査部長に速やかに報告する。

ニ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

経営の執行と監督を分離し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に、執行役員制度を導入

し、常勤取締役及び役付執行役員を構成メンバーとする経営会議において、業務執行の課題について協議

し、常勤取締役合議の上、社長が決するという迅速な意思決定を行う。

ホ. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) コンプライアンスを業務執行の最重要課題と認識し、「企業行動憲章」、「コンプライアンス規程」

に基づき、全役職員が、法令、社会規範、社内規則を遵守し、倫理的な活動を行う。

(2) これを実現するため、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス・プ

ログラムの統括並びにその維持・管理を行う。

(3) 「コンプライアンス・マニュアル」をコンプライアンス委員会のホームページに掲載し、コンプライ

アンスの重要性についてさらなる理解を深めるとともに、コンプライアンス経営の一層の定着化を図

る。

(4) 社内外に設置した相談窓口制度を活用し、適切に状況の把握を行い、必要な対策をとる。

ヘ. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) グループ会社にも法令・定款及び行動規範の遵守の浸透を図り、事業運営上、尊重、遵守すべき事項の

共有化に努める。

(2) 関連会社管理担当部門の責任者は、関係会社管理規程に基づき、関係会社の業績等経営状況について、

定期的に報告を受け必要に応じ関連部門に報告する。

(3) グループ会社の取締役及び監査役に、当社役員または社員を就任させ、各社の経営状況の把握に努め

る。

(4) 親会社から社外取締役、社外監査役が就任している。　

ト. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役は、監査の実効性を高め、且つ、監査職務を円滑に遂行するため、監査役の職務遂行を補助する使用

人を置くことを取締役に対して要請することができる。

チ. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1) 監査役の職務遂行を補助する使用人は監査役の指揮命令に従って、監査業務全体を補佐する。

(2) 使用人の業務執行者からの独立性を確保するため、使用人の人事については、担当取締役が監査役会

の同意を得た上決定する。

リ. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1) 監査役は取締役会に出席し、常勤監査役が経営会議、内部統制委員会等の重要な会議に出席し、取締役

の意思決定の過程、及び取締役・執行役員・使用人の業務執行状況を把握できる体制としている。

(2) 起案決裁書その他重要書類は監査役に適宜開示される体制が採られており、関係書類・資料等を提出

する体制が採られている。

(3) 取締役及び執行役員は自己の職務執行過程において会社に著しい損害を及ぼすことを予見した場合、

直ちに監査役会に報告する。

ヌ. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

社長との意見交換会を定期的に開催する他、監査の実効性を確保するため、監査役は監査部及び会計監査

人と定期的に情報・意見を交換する。

・責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は360万円以上

であらかじめ定められた金額または法令が定める金額のいずれか高い額、社外監査役は120万円以上であらか

じめ定められた金額または法令が定める金額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認めら

れるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失

がないときに限られます。　
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②内部監査及び監査役監査の状況

・内部監査の状況

社長直轄の組織である監査部（構成員５名）が、各部門に対する年間監査計画を策定し計画的に監査を実施し

ております。監査に際しては、監査取組方針を定め、年度毎に重点監査項目を決定して実施しており、監査結果

は社長、被監査部門の部門長及び役員、並びに常勤監査役に報告されております。また、内部監査の結果、内部統

制に関わる指摘事項があった場合には、監査部は内部統制整備主管部門の部門長に通知し措置対応を確認する

とともに、内部統制委員会事務局へその旨を報告することとなっております。監査実施後には対象部門より改

善方針並びに一定期間後に改善状況の報告を受ける等の監査活動を実施しております。

・監査役監査の状況

外部の視点からの監視体制を強化するため、監査役４名の内、３名を社外監査役としており、常勤監査役２名の

内、１名を社外監査役としております。また、監査機能強化のため、平成21年10月より、監査役の職務遂行を補助

する監査役付スタッフを３名配置しております。

監査役は取締役会、常勤監査役は経営会議をはじめとする重要な会議に出席し、監査役会にて定めた監査役監

査基準、監査方針、監査計画に基づき、取締役の職務執行を監視しております。

なお、監査役龍野隆二氏は永年に亘り経理部長を歴任し、財務・会計に関する相当程度の知見を有しておりま

す。また、監査役宇佐美 洋氏は、税理士登録（東京税理士会）をしており、財務・会計に関する相当程度の知見

を有しております。

・内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携の状況並びに内部統制部門との関係

上記「・内部監査の状況」に記載のとおり、監査部による監査結果は、社長、被監査部門の部門長及び役員、並

びに常勤監査役に報告され、意見交換が行われております。監査部による監査結果に内部統制に関わる事項が

あった場合には、監査部は内部統制整備主管部門の部門長へ通知と措置対応の確認を行うとともに、内部統制

委員会事務局へその旨を報告する体制となっております。また、監査部と監査役は、監査計画や重点監査事項に

ついても意見交換を実施する等、必要に応じて適宜相互に連携しております。　

監査役は、定期的かつ必要に応じて会計監査人との意見・情報交換を行っております。具体的には、監査計画に

関する報告会（年１回）や四半期及び期末の監査報告の実施でありますが、その他にも適宜意見交換を実施す

る等、監査機能の有効性・効率性を高め、適正な監査につなげるよう、相互連携の強化に努めております。

当社では、内部統制の体制や、各部門における牽制機能を備えた業務プロセスが確立・維持されるよう、所要の

施策の立案、実施、調査及び勧告等を行うため、内部統制委員会を設置しております。内部統制委員会には委員

会メンバーの他に常勤監査役と監査部長が同席しており、内部統制に係る事項について、報告や意見・情報交

換を行っております。また、内部統制に係る重要な事項につきましては、経営会議及び取締役会に上程し、審議

・報告をしております。内部統制委員会委員長及び事務局は、必要に応じて適宜会計監査人と意見・情報交換

を行っております。

③社外取締役及び社外監査役

・員数

当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

・当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

イ．社外取締役白鳥惠治氏は、当社の親会社であります日本ユニシス㈱の代表取締役上席副社長執行役員を兼

務しております。日本ユニシス㈱は、当社株式を間接保有を含め206,425株（議決権比率78.4％）保有して

おり、同社とはネットワーク関連製品の販売仕入、資金借入等の関係があります。

ロ．社外取締役福永 努氏は、日本ユニシス㈱の代表取締役副社長執行役員を兼務しております。日本ユニシス

㈱と当社の関係は上記のとおりであります。また、同氏は、日本ユニシス㈱の子会社でありますユニアデッ

クス㈱の取締役を兼務しております。ユニアデックス㈱は、当社株式を480株（議決権比率0.2％）保有し

ており、同社とは当社が顧客に販売した機器及びプログラムに係る導入サービス及びサポートサービスの

委託等の関係があります。

ハ．社外監査役榮 哲男氏は、ユニアデックス㈱の顧問を兼務しております。ユニアデックス㈱と当社の関係は

上記のとおりであります。
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ニ．社外監査役龍野隆二氏は、日本ユニシス㈱の常務執行役員を兼務しております。日本ユニシス㈱と当社の

関係は上記のとおりであります。また、同氏は、ユニアデックス㈱、USOLホールディングス㈱及びUSOL東京

㈱の社外監査役を兼務しております。ユニアデックス㈱と当社の関係は上記のとおりであります。USOL

ホールディングス㈱及びUSOL東京㈱は日本ユニシス㈱の子会社であります。

ホ．社外監査役宇佐美 洋氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありま

せん。

・社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

当社は、「③社外取締役及び社外監査役」「・当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関

係」に記載のとおり、親会社である日本ユニシス㈱と密接な関係にありますが、当社の日常の事業活動におい

ては上記「①企業統治の体制」「・企業統治の体制の概要」「ハ．経営会議」に記載のとおり、常勤取締役及

び役付執行役員を構成メンバーとする経営会議において適正な経営判断が行われておりますので、当社の経営

の独立性を妨げるものではありません。

イ．社外取締役の役割・機能、選任状況に関する考え方

経営判断の妥当性並びに業務執行の状況について、社外の客観的な見地からのチェックと、経営全般にわ

たって有益な助言をいただくことで、経営体制の強化に大きな役割を果たしていただいております。また、

取締役会事務局である経営企画部が、取締役会の上程議案を事前に送付する等、社外取締役の監督機能が

有効になるよう体制を整えています。

社外取締役白鳥惠治氏及び福永 努氏には、当社の経営全般にわたって、社外の客観的な見地かつ幅広い経

験や豊富な知識を当社の経営体制の強化に活かしていただいており、社外取締役として十分な役割を果た

すことができる人物であると考えております。

ロ．社外監査役の役割・機能、選任状況に関する考え方

取締役の業務執行について、社外の客観的な見地から監視していただくことで、監査体制の強化に大きな

役割を果たしていただいております。

(1) 社外監査役榮 哲男氏は、平成22年6月25日開催の定時株主総会にて選任されましたが、社外の客観的

な見地かつ幅広い経験や豊富な知識を当社の監査体制の強化に活かしていただくことで、社外監査役

として十分な役割を果たすことができる人物であると考えております。

(2) 社外監査役龍野隆二氏には、社外の客観的な見地かつ財務・会計に関する相当程度の知見並びに幅広

い経験や豊富な知識を当社の監査体制の強化に活かしていただいており、社外監査役として十分な役

割を果たすことができる人物であると考えております。

(3) 社外監査役宇佐美 洋氏には、社外の客観的な見地かつ財務・会計に関する相当程度の知見並びに経

済学及び法律の専門家としての高い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただいており、社外監

査役として十分な役割を果たすことができる人物であると考えております。また、当社は同氏を東京

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。　

・社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

部統制部門との関係

上記「②内部監査及び監査役監査の状況」「内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携の状況並びに内部

統制部門との関係」に記載の相互連携に係る情報は、常勤取締役または常勤監査役から必要に応じて適宜取締

役会や監査役会等にて社外取締役または社外監査役に伝達され、意見交換が行われております。　

④会計監査の状況　　

当社の会計監査を担当する監査法人は有限責任監査法人トーマツであり、監査契約に基づき、会社法監査及び金融

商品取引法監査を受けております。

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は小島洋太郎氏及び樋口義行氏並びに轟一成氏であり、有限責任監査法

人トーマツに所属しております。

また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他４名であります。　
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⑤役員報酬等

イ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数　

当期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は基本報酬のみであり、次のとおりであります。

なお、役員報酬につきましては、百万円未満を切り捨てて表示しております。

　役員報酬 　 　

　取締役(社外取締役を除く) （６名） 　82百万円

　監査役(社外監査役を除く) （１名） 15百万円

　社外役員 （３名） 　19百万円

　計 （10名）117百万円

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成18年６月24日開催の第10回定時株主総会において年額150百万円以内

（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成20年６月26日開催の第12回定時株主総会において年額40百万円以内と

決議いただいております。

４．上記の他、社外役員が当社親会社または当該親会社の子会社から受けた役員としての報酬等の総額

は、社外取締役３名109百万円であります。

ロ. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。　　

⑥株式の保有状況　

イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

12銘柄　197百万円　

ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的　

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

㈱テリロジー 13,240 111 関係強化等のための政策投資

都築電気㈱ 150,000 44 関係強化等のための政策投資

㈱ビック東海 18,000 16 関係強化等のための政策投資

㈱インターネットイニシアティブ 25 5 関係強化等のための政策投資

ネットワンシステムズ㈱ 4 0 情報収集等のための政策投資

ADVA AG Optical Networking848 0 関係強化等のための政策投資

三井情報㈱ 4 0 情報収集等のための政策投資

合計 182,121 178 　

　
⑦取締役の定数並びに取締役の選任決議

当社の取締役は13名以内とする旨定款に定めております。また、当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨並び

に、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑧取締役会において決議できる株主総会決議事項

・自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得すること

ができる旨定款に定めております。これは、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするた

めであります。

・中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議により毎年９月30日の株主名簿に記録された株主ま

たは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な

利益還元を行うためであります。
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・取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損

害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備

することを目的とするものであります。

・監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損

害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

これは、監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備

することを目的とするものであります。

⑨株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とするものであります。

　

(2) 【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬

（百万円）
非監査業務に基づく報酬

（百万円）
監査証明業務に基づく報酬

（百万円）
非監査業務に基づく報酬

（百万円）

 28  －  30  －

(注) 上記以外に前事業年度の監査証明業務に係る追加報酬４百万円があります。　　

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。　

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。　

④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては監査法人より提出された監査項目別監査日

数を積算した見積書に基づき、売上高、資本金等当社と同等規模の他社監査報酬事例を勘案し、合理的に監査報酬

を決定しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。　

なお、前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づい

て作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。

(3) 前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）はキャッシュ・フロー計算書を作成していな

いため、前事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）に係るキャッシュ・フロー計算書に代え

て、前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）に係る連結キャッシュ・フロー計算書を記

載しております。　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31

日まで）の連結財務諸表及び前事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の財務諸表についてはＫ

ＤＡ監査法人による監査を受け、当事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の財務諸表について

は、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、当社の監査人は次のとおり交代しております。

第13期事業年度　　ＫＤＡ監査法人

第14期事業年度　　有限責任監査法人トーマツ

臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって、有限責任監査法人トーマツと

なりました。

(1) 異動に係る監査公認会計士等

①選任する監査公認会計士等の名称及び事務所所在地

名　　　　　称： 監査法人トーマツ

事務所所在地： 東京都港区芝浦四丁目13番23号MS芝浦ビル

②退任する監査公認会計士等の名称及び事務所所在地

名　　　　　称： ＫＤＡ監査法人

事務所所在地： 東京都中央区銀座一丁目８番21号中央ビル

(2) 異動の年月日　

平成21年６月25日（第13回定時株主総会開催予定日）

(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

平成20年６月26日

(4) 退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。　

(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人及び監査法人であるＫＤＡ監査法人は、平成21年６月25日開催予定の当社第13回定時株主総会

終結の時をもって任期満了となることに伴い、当社の親会社である日本ユニシス㈱とのグループ連結決算の円滑

化並びに効率的な監査の実施を図るため、同社の会計監査人及び監査法人である監査法人トーマツを、後任として

選任するものであります。

(6) 上記の（5）の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見　

特段の意見はない旨の回答を得ております。　
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３．連結財務諸表について

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社では、子

会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、当事業年度

より連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　  0.3％

売上高基準　　  0.4％

利益基準　　　  1.0％

利益剰余金基準　1.6％ 
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 302

受取手形及び売掛金 7,381

商品 687

未成工事支出金 1,076

その他 662

貸倒引当金 △20

流動資産合計 10,090

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 143

減価償却累計額 △59

建物及び構築物（純額） 83

工具、器具及び備品 3,161

減価償却累計額 △2,152

工具、器具及び備品（純額） 1,009

リース資産 520

減価償却累計額 △52

リース資産（純額） 467

有形固定資産合計 1,560

無形固定資産

ソフトウエア 609

その他 7

無形固定資産合計 616

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 272

破産更生債権等 25

その他 ※1
 147

貸倒引当金 △25

投資その他の資産合計 418

固定資産合計 2,596

資産合計 12,686
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,737

関係会社短期借入金 1,536

1年内返済予定の長期借入金 2,500

リース債務 84

未払法人税等 31

繰延税金負債 7

前受収益 1,231

役員賞与引当金 19

事務所移転費用引当金 50

その他 902

流動負債合計 9,100

固定負債

長期借入金 1,750

リース債務 416

繰延税金負債 9

退職給付引当金 320

固定負債合計 2,496

負債合計 11,596

純資産の部

株主資本

資本金 3,720

資本剰余金 2,830

利益剰余金 △5,038

自己株式 △368

株主資本合計 1,143

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △59

繰延ヘッジ損益 10

為替換算調整勘定 △4

評価・換算差額等合計 △53

少数株主持分 －

純資産合計 1,090

負債純資産合計 12,686
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②【連結損益計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 30,446

売上原価 ※1
 23,328

売上総利益 7,117

販売費及び一般管理費

役員報酬及び給料手当 3,309

法定福利及び厚生費 335

退職給付費用 162

賃借料 563

業務委託費 900

研究開発費 ※2
 97

減価償却費 260

旅費及び交通費 296

その他 797

販売費及び一般管理費合計 6,724

営業利益 392

営業外収益

受取利息及び配当金 4

持分法による投資利益 6

投資事業組合運用益 10

その他 7

営業外収益合計 28

営業外費用

支払利息 85

為替差損 54

その他 24

営業外費用合計 165

経常利益 256

特別利益

子会社株式売却益 64

受取和解金 423

その他 24

特別利益合計 511

特別損失

固定資産除却損 ※3
 7

事務所移転費用 227

事務所移転費用引当金繰入額 50

たな卸資産評価損 125

その他 25

特別損失合計 436

税金等調整前当期純利益 330

法人税、住民税及び事業税 16

法人税等調整額 △4

法人税等合計 12

当期純利益 318
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 3,720

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 3,720

資本剰余金

前期末残高 2,830

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 2,830

利益剰余金

前期末残高 △5,321

当期変動額

持分法の適用範囲の変動 △35

当期純利益 318

当期変動額合計 282

当期末残高 △5,038

自己株式

前期末残高 △368

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 △368

株主資本合計

前期末残高 861

当期変動額

持分法の適用範囲の変動 △35

当期純利益 318

当期変動額合計 282

当期末残高 1,143
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△61

当期変動額合計 △61

当期末残高 △59

繰延ヘッジ損益

前期末残高 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

10

当期変動額合計 10

当期末残高 10

為替換算調整勘定

前期末残高 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△4

当期変動額合計 △4

当期末残高 △4

評価・換算差額等合計

前期末残高 1

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△55

当期変動額合計 △55

当期末残高 △53

少数株主持分

前期末残高 166

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △166

当期変動額合計 △166

当期末残高 －

純資産合計

前期末残高 1,029

当期変動額

持分法の適用範囲の変動 △35

当期純利益 318

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △221

当期変動額合計 60

当期末残高 1,090
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 330

減価償却費 602

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,049

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） △163

固定資産除却損 7

投資有価証券評価損益（△は益） 25

受取利息及び受取配当金 △4

支払利息 85

持分法による投資損益（△は益） △6

子会社株式売却損益（△は益） △64

受取和解金 △423

売上債権の増減額（△は増加） 222

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,393

仕入債務の増減額（△は減少） △1,344

未払費用の増減額（△は減少） △146

その他 1,247

小計 736

利息及び配当金の受取額 4

利息の支払額 △100

法人税等の支払額 △19

和解金の受取額 423

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △826

有形固定資産の売却による収入 503

無形固定資産の取得による支出 △235

無形固定資産の売却による収入 20

敷金及び保証金の差入による支出 △6

敷金及び保証金の回収による収入 266

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 ※2

 444

貸付金の回収による収入 19

その他 16

投資活動によるキャッシュ・フロー 202

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,131

長期借入金の返済による支出 △500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,677

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △432

現金及び現金同等物の期首残高 735

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 302
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数及び名称

該当事項はありません。

前連結会計年度まで連結子会社でありましたエス・アンド・アイ㈱は、当社が保

有する全株式を平成20年５月１日付でユニアデックス㈱に売却したため、連結の

範囲から除外しております。

又、前連結会計年度まで連結子会社でありました㈱ネットマークスサポートアン

ドサービスを平成20年７月１日付で吸収合併いたしました。

 (2）非連結子会社の数　　　　　１社

非連結子会社の名称

ネットマークス（上海）有限公司

 （連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用会社の数及び名称

持分法適用非連結子会社　　１社

名称：ネットマークス（上海）有限公司

持分法非適用非連結子会社でありましたネットマークス（上海）有限公司は重

要性が増したため、持分法適用の範囲に含めております。

 持分法適用関連会社

該当事項はありません。

前連結会計年度において持分法適用会社でありました日本テレコムネットワー

クシステムズ㈱は、当社が保有する全株式を平成20年10月31日付でソフトバンク

テレコム㈱に売却したため、持分法適用の範囲から除外しております。

 (2）持分法非適用会社の数及び名称等

持分法非適用非連結子会社

該当事項はありません。

 持分法非適用関連会社　　　８社

名称：NETMARKS PHILIPPINES,INC.

NETMARKS(THAILAND) CO.,LTD

その他６社
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項目
前連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 （持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。

３．会計処理基準に関する事項  

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法

①有価証券

その他有価証券

(イ）時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）

 (ロ）時価のないもの

移動平均法による原価法

 ②デリバティブ

時価法

 ③たな卸資産

主として商品は移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）、未成工事支出金及び貯蔵品は個別法による

原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

 （会計方針の変更）

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９

号　平成18年７月５日公表分）を適用しております。

なお、これにより売上総利益、営業利益、経常利益は33百万円、税金等調整前当期

純利益は158百万円減少しております。

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　 　3～18年

工具、器具及び備品　 2～20年
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項目
前連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 ②無形固定資産（リース資産を除く）

(イ）自社利用のソフトウエア

社内における見込利用可能期間（５年）による定額法を採用しております。

 (ロ）市場販売目的のソフトウエア

見込販売収益に基づく償却額又は見込有効期間（３年）に基づく均等配分額の

いずれか大きい額を償却額とする方法を採用しております。

 (ハ）その他の無形固定資産

定額法を採用しております。

 ③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20

年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

 ④長期前払費用

定額法を採用しております。

(3）重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

 ②役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額を計上してお

ります。

 ③事務所移転費用引当金

当社は事務所移転に伴い、従来より賃借していた事務所について当連結会計年度に

おいて解約申し入れ等を行ったため、これに係る原状回復工事費用等を見積り計上

しております。

　

EDINET提出書類

株式会社ネットマークス(E05226)

有価証券報告書

 51/108



項目
前連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 ④退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上しております。

 過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（３年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

(4）重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。但し、為替予約のうち、振当処理の要件

を充たしている場合には振当処理を採用しております。

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…商品輸入による外貨建予定取引

 ③ヘッジ方針

当社は外貨建取引に関する規程に従って、取引限度額及び取引権限を定め、将

来購入する商品等の業務用資産に係る外貨建債務の為替変動リスクをヘッジ

しております。

 ④ヘッジ有効性評価の方法

外貨建輸入取引（ヘッジ対象）とその外貨建輸入取引の為替リスクをヘッジ

する為替予約（ヘッジ手段）とは重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有

効性があるため有効性の判断を省略しております。

(5）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

４．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

手許現金及び随時引き出し可能な預金からなっております。
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりました

が、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、重要性が乏しい

リース資産を除き、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（連結貸借対照表）

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第50

号）が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会計年度

から「商品」「未成工事支出金」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品」

「未成工事支出金」は、それぞれ1,077百万円、2,416百万円であります。

前連結会計年度において、「ソフトウエア等」として掲記しておりましたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い

連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度より「ソフトウエア」「その他（無形固定資産）」に区分

掲記しております。前連結会計年度に含まれる「ソフトウエア」「その他（無形固定資産）」はそれぞれ727百万円、10

百万円であります。

　

EDINET提出書類

株式会社ネットマークス(E05226)

有価証券報告書

 53/108



前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、「広告宣伝費及び販売諸経費」として掲記しておりましたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ

導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度より「旅費及び交通費」「その他（販売費及び

一般管理費）」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度に含まれる「旅費及び交通費」「その他（販売費及び一

般管理費）」は、それぞれ353百万円、235百万円であります。

前連結会計年度において、「給与諸手当福利費」として掲記しておりましたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴

い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度より「役員報酬及び給料手当」「法定福利及び厚生費」

に区分掲記しております。なお、前連結会計年度に含まれる「役員報酬及び給料手当」「法定福利及び厚生費」は、それ

ぞれ4,313百万円、629百万円であります。

前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示しておりました「減価償却費」は、金額的重要性

が増したため区分掲記しております。なお、前連結会計年度における「減価償却費」の金額は312百万円であります。

前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」は、営業外費用の総額の100分の

10を超えたため区分掲記しました。なお、前連結会計年度における「為替差損」の金額は14百万円であります。

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資有価証券評価損」（当連結会計年度は25百万円）は、特別損失の総

額の100分の10以下となったため、特別損失の「その他」に含めて表示することにしました。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

投資活動によるキャッシュ・フローの「敷金及び保証金の回収による収入」は、前連結会計年度は「その他」に含めて

表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれ

ている「敷金及び保証金の回収による収入」は5百万円であります。
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成21年３月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（関連会社株式） 78百万円

その他（関係会社出資金） 32百万円

　

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、たな卸資産評価損33百万円が売上原価に含まれてお

ります。

※２　一般管理費に含まれる研究開発費は、97百万円であります。

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 7百万円

ソフトウエア 0百万円

計 7百万円

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 264,884 － － 264,884

合計 264,884 － － 264,884

自己株式     

普通株式 1,476 － － 1,476

合計 1,476 － － 1,476
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 302百万円

現金及び現金同等物 302百万円

※２　当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の売却によりエス・アンド・アイ㈱が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並び

にエス・アンド・アイ㈱株式の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。

流動資産 3,279百万円

固定資産 468百万円

流動負債 △1,912百万円

固定負債 △924百万円

のれん 40百万円

少数株主持分 △166百万円

未実現利益等 0百万円

株式売却益 64百万円

エス・アンド・アイ㈱株式の売却価額 849百万円

エス・アンド・アイ㈱現金及び現金同等物 404百万円

差引：売却による収入 444百万円

　３　重要な非資金取引の内容

当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ520百万円であ

ります。　
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

ネットワークシステムソリューション事業における保守用の予備品(器具及び備品)であります。

②　リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項(２)重要な減価償却資産の減

価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相当額

（百万円）

減価償却累計額相当額

（百万円）

期末残高相当額

（百万円）

器具及び備品 2,260 1,290 970

ソフトウエア等 22 5 16

合計 2,283 1,296 986

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 345百万円

１年超 705百万円

合　計 1,050百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 397百万円

減価償却費相当額 362百万円

支払利息相当額 41百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法に

よっております。

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 6百万円

１年超 － 

合　計 6百万円

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成21年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 2 2 0

小計 2 2 0

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 197 138 △59

小計 197 138 △59

合計 199 140 △59

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について0百万円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、当社の有価証券減損処理に関する基準に従って回復可能性等を考慮し、必要と認め

られた額について減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 18

投資事業有限責任組合への出資 34

（注）当連結会計年度において、その他有価証券（非上場株式）について25百万円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、当社の有価証券減損処理に関する基準に従って回復可能性等を考慮し、必要と認め

られた額について減損処理を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引内容及び利用目的

当社は、主として外貨建買入債務の為替相場の変動によるリスクを回避するため、為替予約取引を行っておりま

す。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。但し、為替予約のうち、振当処理の要件を充たしている場合には振当処理

を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…商品輸入による外貨建予定取引

ヘッジ方針

当社は外貨建取引に関する規程に従って、取引限度額及び取引権限を定め、将来購入する商品等の業務用資産に

係る外貨建債務の為替変動リスクをヘッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法

外貨建輸入取引（ヘッジ対象）とその外貨建輸入取引の為替リスクをヘッジする為替予約（ヘッジ手段）とは

重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため有効性の判断を省略しております。

(2）取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引は実需に基づくものであり、将来の為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機

的な取引は行わない方針であります。

(3）取引に係るリスクの内容

当社のデリバティブ取引は実需に基づくものであるため、将来の為替の変動による市場リスクはないと判断して

おります。

又、取引の契約先はいずれも信用度の高い金融機関であるため、取引先の契約不履行による信用リスクもほとんど

ないと認識しております。

(4）取引に係るリスク管理体制

為替予約取引については、経理部が決裁責任者の承認を得て実行及び管理を行っております。

（連結子会社は、デリバティブ取引を行っておりません。）

２．取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（平成21年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度及び確定給付企業年金法に基づく規約型企業年金制度を設けてお

ります。又、当社はこの他に複数事業主制度による総合設立型の厚生年金基金に加入しており、当該複数事業主制度

に関する事項は次のとおりであります。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項

（平成20年３月31日現在）

 （単位：百万円）

年金資産の額 392,848

年金財政計算上の給付債務の額 406,325

差引額 △13,476

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合

（平成20年３月分掛金拠出額）

0.5％

２．退職給付債務及びその内訳

（平成21年３月31日現在）

 （単位：百万円）

(1）退職給付債務 △688

(2）年金資産 262

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2) △426

(4）未認識数理計算上の差異 128

(5）連結貸借対照表計上額純額

(3)＋(4)
△297

(6）前払年金費用 23

(7）退職給付引当金 (5)－(6) △320
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前連結会計年度
（平成21年３月31日）

３．退職給付費用の内訳

（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

 （単位：百万円）

(1）勤務費用 89

(2）利息費用 13

(3）期待運用収益 △6

(4）数理計算上の差異の費用処理額 21

(5）過去勤務債務の費用処理額 －

(6）出向元への支払額 4

(7）出向先からの戻入額 △6

(8）その他 106

(9）退職給付費用（(1)～(8)の計） 222

（注）１．「(８)その他」は複数事業主制度による総合型の厚生年金基金への拠出額であります。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1）退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2）割引率　　　　　　　 2.0％

(3）期待運用収益率　　　 2.0％

(4）過去勤務債務の額の処理年数

　　　　──────

(5）数理計算上の差異の処理年数

各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分

した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

EDINET提出書類

株式会社ネットマークス(E05226)

有価証券報告書

 61/108



（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

提出会社

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
付与対象者の区分
及び数

当社取締役４名
当社従業員52名

当社従業員27名 当社従業員２名
当社取締役１名
当社従業員１名

ストック・オプショ
ン数（注）１

普通株式 2,784株普通株式 1,088株 普通株式 136株 普通株式 588株

付与日 平成14年７月31日 平成15年９月30日 平成16年７月30日 平成17年７月29日
権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）５ （注）５

対象勤務期間 （注）３
自　平成15年９月30日
至　平成17年６月30日

自　平成16年７月30日
至　平成18年６月30日

自　平成17年７月29日
至　平成19年６月30日

権利行使期間
自　平成16年７月１日
至　平成22年３月31日

（注）４

自　平成17年７月１日
至　平成22年３月31日

自　平成18年７月１日
至　平成23年３月31日

自　平成19年７月１日
至　平成24年３月31日

（注）１．株式数に換算して記載しております。

なお、平成14年９月30日実施の株式分割（１：４）、平成16年５月20日実施の株式分割（１：２）及び平成

16年11月19日実施の株式分割（１：２）による調整後の株式数で記載しております。

２．権利確定日において当社の取締役、監査役、従業員の地位を保有していることを要する。但し、任期満了によ

る退任及び定年退職等一定の事由に該当する場合には、この限りでない。

３．平成14年７月31日から権利確定日まで。なお、権利確定日は段階的な権利行使期間に応じて定められ、最終の

権利行使期間の開始日は平成18年６月12日であります。

４．一定の停止条件による権利行使の禁止期間が定められております。

５．権利確定日において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員の地位を保有していることを要する。

但し、任期満了による退任及び定年退職等一定の事由に該当する場合には、この限りでない。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計業年度（平成21年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

権利確定前　　（株）     

前連結会計年度末 － － － －
付与 － － － －
失効 － － － －
権利確定 － － － －
未確定残 － － － －

権利確定後　　（株）     

前連結会計年度末 624 352 48 500
権利確定 － － － －
権利行使 － － － －
失効 64 32 － －
未行使残 560 320 48 500

②単価情報

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
権利行使価格（注）（円） 50,625 111,250 335,261 328,030
行使時平均株価　　（円） － － － －
付与日における公正な
評価単価　　　　　（円）

－ － － －

（注）平成14年９月30日実施の株式分割（１：４）、平成16年５月20日実施の株式分割（１：２）及び平成16年11月19

日実施の株式分割（１：２）による調整後の行使価格で記載しております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成21年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産） （単位：百万円）

未払事業税及び事業所税 13

賞与引当金 140

貸倒引当金 12

退職給付引当金 130

事務所移転費用引当金 20

減価償却費 0

たな卸資産評価損 145

投資有価証券評価損 59

会員権評価損 2

その他有価証券評価差額金 24

繰越欠損金 2,311

その他 2

繰延税金資産小計 2,862

評価性引当額 △2,862

繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債）  

繰延ヘッジ損益 △7

前払年金費用 △9

繰延税金負債合計 △16

繰延税金負債の純額 △16

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 7.7

住民税均等割額 4.9

評価性引当額 △44.4

持分法等連結調整額 △5.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 3.7

　

EDINET提出書類

株式会社ネットマークス(E05226)

有価証券報告書

 63/108



（企業結合等関係）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（子会社の吸収合併）

当社は、平成20年４月25日開催の取締役会の決議に基づき、平成20年７月１日をもって、連結子会社㈱ネットマークスサ
ポートアンドサービスを簡易合併の手続きにより吸収合併いたしました。
１．結合当事企業の名称及びその事業内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

①結合企業

名称　　㈱ネットマークス（当社）

事業の内容　

ネットワークシステムの設計、構築、運用管理アウトソーシングサービス並びに販売

②被結合企業

名称　　㈱ネットマークスサポートアンドサービス

事業の内容　

ネットワークシステムの運用、保守並びにネットワークシステム機器の導入設置工事

事業規模　

売上高　　7,230百万円（平成20年３月期）

資本金　　　150百万円（平成20年３月31日現在）

純資産　　　327百万円（平成20年３月31日現在）

総資産　　1,714百万円（平成20年３月31日現在）

③引き継いだ資産・負債の額

流動資産　　1,049百万円

固定資産　　　703百万円

流動負債　　1,419百万円

(2) 企業結合の法的形式、結合後企業の名称

当社を存続会社とする吸収合併方式で、㈱ネットマークスサポートアンドサービスは解散し、結合後企業の名称は㈱
ネットマークス（当社）であります。なお、㈱ネットマークスサポートアンドサービスは当社の全額出資の子会社であ
るため、本合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払いはありません。

(3) 取引の目的を含む取引の概要

①合併の目的

当社は、平成11年10月に同社を100％子会社化して以来、同社を通じて当社販売のネットワークシステムの運用、保守サ
ポートサービスを顧客に提供してまいりましたが、当社が平成19年６月に日本ユニシスグループの一員となったこと
により、同グループ各社との連携強化の一環として、当社の保守サポートサービス業務を全面的に日本ユニシス㈱の
100％子会社であるユニアデックス㈱へ統合することとし、㈱ネットマークスサポートアンドサービスのサポート以外
の技術要員を当社に吸収することにより、経営資源の集中による効率化を図るためであります。

②合併の期日　　平成20年７月１日

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配下の取引とし

て会計処理を行っております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）において、当連結グループは情報通信分野にお

けるネットワークシステムインテグレータとして、全て同一セグメントに属するネットワークシステムのコンサ

ルティング、システム構築及びネットワーク機器販売並びにそれに付随するサポートサービス及びアウトソーシ

ング事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）における海外売上高は、連結売上高の10％未満

であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

（追加情報）

当連結会計年度より「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び「関

連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適用してお

ります。 

１.関連当事者との取引　

（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引　

(ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所
有）割合
(％)

　関連当事者
　との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円）

親会社び

主要株主

日本ユニ

シス㈱

東京都

江東区
5,483

システム関連

サービス及び

ハードウエア、

ソフトウエア

の販売

被所有

直接

78.2

間接

0.2

・ネットワー

　ク関連製品

　販売仕入

・サポートサ

　ービス等

・役員の兼任

資金の借入　 1,168
関係会社短

期借入金　
1,536

利息の支払　 20 － －

固定資産

の売却　
430

リース債務

　
83

リース資産

の購入　
517

長期リース

債務　
414

支払利息相

当額　
13 － －

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．議決権等の被所有割合の間接所有については、日本ユニシス㈱の子会社であるユニアデックス㈱が所有して

おります。

３．資金の借入金額については、期中平均残高を記載しております。

４．取引条件及び取引条件の決定方針等

①借入利率については、市場金利を勘案して交渉の上、決定しております。

②リース料については必要に応じて個別に条件等を交渉により決定しております。

(イ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所
有）割合
(％)

　関連当事者
　との関係　

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円）

同一の親

会社をも

つ会社

ユニア

デックス

㈱

東京都

江東区
750

ネットワーク

の構築・設計

・ハードウエ

ア・ソフトウ

エアのサポー

トサービス　

被所有

直接

0.2

・当社販売の

　ネットワー

　ク機器・シ

　ステムの保

　守サポート業

務委託

・役員の兼任　

保守外注等　 5,634

買掛金 297

立替金　 169

未収金　 64

有価証券の売

却
         

売却代金 849 － －

売却益 64 － －

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

①ユニアデックス㈱への保守外注等については積算コストに一定の付加価値を加算することによって価格算

定をしており、詳細は交渉により決定しております。

②ユニアデックス㈱への有価証券の売却は当社子会社株式であり、子会社株式売却価格については子会社の簿

価純資産及び独立した第三者による株価評価書を勘案して決定しております。

２.親会社又は重要な関連会社に関する情報

(1）親会社情報

日本ユニシス㈱（東京証券取引所に上場）　

(2）重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 4,138.59円

１株当たり当期純利益金額 1,209.22円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 1,090

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） －

（うち少数株主持分） (－)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 1,090

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） 263,408

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当期純利益（百万円） 318

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 318

期中平均株式数（株） 263,408

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づく新株予

約権４種類（新株予約権の数639個、1,428株）。

これらの詳細は、「第４　提出会社の状況　１　株式等

の状況（2）新株予約権等の状況」に記載のとおりで

あります。
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 302 300

受取手形 64 120

売掛金 7,317 5,890

商品 687 491

未成工事支出金 1,076 ※2
 910

前払費用 392 434

未収入金 73 167

立替金 － 171

その他 197 20

貸倒引当金 △20 △17

流動資産合計 10,090 8,488

固定資産

有形固定資産

建物 143 96

減価償却累計額 △59 △48

建物（純額） 83 47

工具、器具及び備品 3,161 3,436

減価償却累計額 △2,152 △2,336

工具、器具及び備品（純額） 1,009 1,100

リース資産 520 517

減価償却累計額 △52 △138

リース資産（純額） 467 379

有形固定資産合計 1,560 1,527

無形固定資産

商標権 1 1

ソフトウエア 609 599

電話加入権 6 6

無形固定資産合計 616 607

投資その他の資産

投資有価証券 194 226

関係会社株式 78 73

関係会社出資金 55 18

関係会社長期貸付金 － 9

破産更生債権等 25 2

長期前払費用 3 56

敷金 76 35

その他 35 12

貸倒引当金 △25 △2

投資その他の資産合計 442 432

固定資産合計 2,619 2,567

資産合計 12,709 11,055
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 1 21

買掛金 2,735 2,038

関係会社短期借入金 1,536 4,180

1年内返済予定の長期借入金 2,500 1,750

リース債務 ※1
 84

※1
 87

未払金 233 162

未払費用 448 310

未払法人税等 31 29

未払消費税等 115 131

繰延税金負債 7 5

前受金 36 40

前受収益 1,231 1,246

役員賞与引当金 19 －

事務所移転費用引当金 50 －

その他 67 ※2
 30

流動負債合計 9,100 10,033

固定負債

長期借入金 1,750 －

リース債務 ※1
 416

※1
 326

繰延税金負債 9 －

退職給付引当金 320 375

固定負債合計 2,496 701

負債合計 11,596 10,735

純資産の部

株主資本

資本金 3,720 3,720

資本剰余金

資本準備金 2,830 2,830

資本剰余金合計 2,830 2,830

利益剰余金

利益準備金 19 19

その他利益剰余金

別途積立金 1,600 1,600

繰越利益剰余金 △6,640 △7,467

利益剰余金合計 △5,020 △5,847

自己株式 △368 △368

株主資本合計 1,162 334

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △59 △21

繰延ヘッジ損益 10 7

評価・換算差額等合計 △48 △13

純資産合計 1,113 320

負債純資産合計 12,709 11,055
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

売上高

システム売上高 20,761 12,964

システムサポート売上高 9,681 9,387

売上高合計 30,443 22,352

売上原価

期首商品たな卸高 1,061 687

期首未成工事支出金 2,065 1,076

当期商品仕入高 11,336 6,496

当期外注費 8,780 7,325

当期経費 1,154 1,727

合併による未成工事支出金受入高 22 －

他勘定受入高 ※1
 1,529

※1
 1,670

合計 25,950 18,983

他勘定振替高 ※2
 804

※2
 403

期末商品たな卸高 687 491

期末未成工事支出金 1,076 910

売上原価合計 ※3
 23,382

※3
 17,178

売上総利益 7,061 5,173

販売費及び一般管理費

役員報酬 161 206

役員賞与引当金繰入額 19 －

給与諸手当福利費 3,446 3,394

退職給付費用 162 184

運送費 83 54

広告宣伝費 40 25

販売諸経費 19 16

減価償却費 252 173

賃借料 554 340

旅費及び交通費 294 168

通信費 121 115

光熱費及び消耗品費 136 119

交際費 43 45

業務委託費 900 651

研究開発費 ※4
 97

※4
 84

貸倒引当金繰入額 9 0

その他 324 307

販売費及び一般管理費合計 6,668 5,888

営業利益又は営業損失（△） 392 △715
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 ※5
 4

※5
 6

投資事業組合運用益 10 2

債務勘定整理益 － 10

その他 5 4

営業外収益合計 20 25

営業外費用

支払利息 ※5
 86

※5
 71

為替差損 54 8

その他 24 10

営業外費用合計 165 89

経常利益又は経常損失（△） 246 △779

特別利益

抱合せ株式消滅差益 5 －

子会社株式売却益 49 －

たな卸資産処分益 － 5

事務所移転費用引当金戻入額 13 0

貸倒引当金戻入額 － 1

受取和解金 423 －

その他 0 0

特別利益合計 491 7

特別損失

固定資産除却損 ※6
 7

※6
 9

投資有価証券評価損 25 0

関係会社株式評価損 － 4

関係会社出資金評価損 11 36

たな卸資産評価損 125 －

事務所移転費用引当金繰入額 50 －

事務所移転費用 227 1

特別損失合計 447 51

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 290 △823

法人税、住民税及び事業税 16 13

法人税等調整額 △5 △9

法人税等合計 11 3

当期純利益又は当期純損失（△） 279 △827
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 3,720 3,720

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,720 3,720

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 2,830 2,830

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,830 2,830

資本剰余金合計

前期末残高 2,830 2,830

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,830 2,830

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 19 19

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 19 19

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 1,600 1,600

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,600 1,600

繰越利益剰余金

前期末残高 △6,919 △6,640

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 279 △827

当期変動額合計 279 △827

当期末残高 △6,640 △7,467

利益剰余金合計

前期末残高 △5,299 △5,020

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 279 △827

当期変動額合計 279 △827

当期末残高 △5,020 △5,847

自己株式

前期末残高 △368 △368

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △368 △368
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 882 1,162

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 279 △827

当期変動額合計 279 △827

当期末残高 1,162 334

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1 △59

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△61 37

当期変動額合計 △61 37

当期末残高 △59 △21

繰延ヘッジ損益

前期末残高 － 10

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

10 △2

当期変動額合計 10 △2

当期末残高 10 7

評価・換算差額等合計

前期末残高 1 △48

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△50 34

当期変動額合計 △50 34

当期末残高 △48 △13

純資産合計

前期末残高 884 1,113

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 279 △827

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △50 34

当期変動額合計 228 △792

当期末残高 1,113 320
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④【キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△） △823

減価償却費 500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） △50

固定資産除却損 9

受取利息及び受取配当金 △7

支払利息 71

売上債権の増減額（△は増加） 1,393

たな卸資産の増減額（△は増加） 363

仕入債務の増減額（△は減少） △687

未払費用の増減額（△は減少） △134

その他 △46

小計 616

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △75

法人税等の支払額 △15

営業活動によるキャッシュ・フロー 532

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △417

有形固定資産の売却による収入 8

無形固定資産の取得による支出 △232

敷金及び保証金の差入による支出 △3

敷金及び保証金の回収による収入 49

貸付けによる支出 △14

貸付金の回収による収入 0

その他 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △599

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,644

長期借入金の返済による支出 △2,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △79

財務活動によるキャッシュ・フロー 64

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2

現金及び現金同等物の期首残高 302

現金及び現金同等物の期末残高 ※
 300
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2）その他有価証券

①時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

(2）その他有価証券

①時価のあるもの

同左

 ②時価のないもの

移動平均法による原価法

②時価のないもの

同左

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

　時価法 同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

(1）商品

同左

 (2）未成工事支出金

個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）

(2）未成工事支出金

同左

 (3）貯蔵品

個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）

(3）　　　　──────

 （会計方針の変更）

当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号　

平成18年７月５日公表分）を適用して

おります。

なお、これにより売上総利益、営業利益、

経常利益は33百万円、税引前当期純利益

は158百万円減少しております。

　

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　 3～18年

工具、器具及び備品　 2～20年

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

顧客対応ＳＥサービス及びアウトソー

シングサービス（運用・監視サービ

ス）提供に使用する工具、器具及び備品

については定額法、その他の有形固定資

産については定率法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

建物　　　　　 3～18年

工具、器具及び備品　 2～20年
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項目
前事業年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

　 　 （会計方針の変更）

従来、有形固定資産の減価償却方法は、

定率法を採用しておりましたが、当事業

年度より顧客対応ＳＥサービス及びア

ウトソーシングサービス（運用・監視

サービス）提供に使用する工具、器具及

び備品については定額法に変更してお

ります。

　 　 顧客対応ＳＥサービスに関しては、従来

無償であったシステム引渡し後の高度

なアフターサービスを当事業年度から

有償化した事に伴い、当該サービスで使

用する工具、器具及び備品の減価償却費

は定額収入型のサービス売上の原価と

なることから、毎期平均的に負担させる

ことがより実態を反映する合理的な方

法であると判断し変更したものであり

ます。

　 　 また、アウトソーシングサービス（運用

・監視サービス）に関しても、当該サー

ビスで使用する工具、器具及び備品の減

価償却費は定額収入型のサービス売上

の原価である事から、毎期平均的に負担

させる事がより実態を反映する合理的

な方法であると判断されるため、顧客対

応ＳＥサービスの変更に併せ変更した

ものであります。

これらの変更により、従来の方法に比べ

営業損失、経常損失、税引前当期純損失

は、それぞれ55百万円減少しておりま

す。

　 　 （追加情報）

　 　 ①減価償却費の計上区分の変更　

従来、顧客対応ＳＥサービスに使用する

工具、器具及び備品の減価償却費は販売

費及び一般管理費として計上しており

ましたが、当事業年度よりサービス提供

を有償化するにあたり、当該減価償却費

を売上原価として計上する方法に変更

しております。

この変更により、従来の方法に比べ、当

事業年度の売上総利益が116百万円減少

しておりますが、営業損失、経常損失、税

引前当期純損失への影響はありません。
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項目
前事業年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

　 　 ②耐用年数の変更　

当事業年度において、従来、無償であっ

たシステム引渡し後の顧客対応ＳＥ

サービスを有償化するにあたり、主要な

ネットワーク機器の販売開始からサ

ポート終了までの期間の実績データに

基づき耐用年数を見直した結果、当該

サービス提供に使用する工具、器具及び

備品のうちネットワーク機器の耐用年

数を従来の10年から８年に短縮してお

ります。

　 　 また、アウトソーシングサービス（運用

・監視サービス）提供に使用する工具、

器具及び備品のうちネットワーク機器

の耐用年数を従来の10年から５年に短

縮しております。これは、当社のアウト

ソーシングサービス提供の実績が蓄積

され、顧客からの遠隔監視サービス等の

品質向上要請に基づいたネットワーク

機器の更新時期早期化傾向が明らかに

なったためであります。

これらの変更により、従来の方法に比

べ、営業損失、経常損失、税引前当期純損

失はそれぞれ27百万円増加しておりま

す。

 (2）無形固定資産（リース資産を除く）

①自社利用のソフトウエア

社内における見込利用可能期間（５

年）による定額法を採用しておりま

す。

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

①自社利用のソフトウエア

同左

 ②市場販売目的のソフトウエア

見込販売収益に基づく償却額又は見

込有効期間（３年）に基づく均等配

分額のいずれか大きい額を償却額と

する方法を採用しております。

②市場販売目的のソフトウエア

同左

 ③その他の無形固定資産

定額法を採用しております。

③その他の無形固定資産

同左

 （3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が平成

20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

(3）リース資産

同左

 (4）長期前払費用

定額法を採用しております。

(4）長期前払費用　

同左
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項目
前事業年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当事業年

度末における支給見込額を計上してお

ります。

(2）　　　　──────　　

 (3）事務所移転費用引当金

事務所移転に伴い、従来より賃借してい

た事務所について当事業年度において

解約申し入れ等を行ったため、これに係

る原状回復工事費用等を見積り計上し

ております。

(3）　　　　──────

 (4）　　　　────── (4）工事損失引当金

請負工事契約に係る将来の損失に備え

るため、将来発生が見込まれ、かつ、金額

を合理的に見積もることが可能な損失

見込相当額を計上しております。

 (5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。

(5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。

 過去勤務債務は、その発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（３年）による定額法により費用

処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定額

法により按分した額を、それぞれ発生の

翌事業年度から費用処理することとし

ております。

過去勤務債務は、その発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（３年）による定額法により費用

処理しております。　

数理計算上の差異は、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（８年）による定額

法により按分した額を、それぞれ発生の

翌事業年度から費用処理することとし

ております。

（会計方針の変更）

「退職給付に係る会計基準」の一部改正

（その３）の適用　

当事業年度より、「退職給付に係る会計

基準」の一部改正（その３）（企業会

計基準第19号　平成20年７月31日）を適

用しております。なお、これによる営業

損失、経常損失及び税引前当期純損失に

与える影響はありません。
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項目
前事業年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

 　 （追加情報）　

数理計算上の差異の費用処理年数の変更

　

当社従業員の平均残存勤務期間を見直

した結果、当該期間が10年を下回ったた

め、当事業年度において数理計算上の差

異の費用処理年数を従来の10年から８

年に変更しております。

この変更により売上総利益は７百万円

減少し、営業損失、経常損失及び税引前

当期純損失は25百万円増加しておりま

す。

６．収益及び費用の計上基準 ────── 請負工事に係る収益の計上基準につい

ては検収基準によっておりますが、原価

規模が50百万円以上の工事契約で、当事

業年度末までの進捗部分について成果

の確実性が認められる工事については

工事進行基準を適用しております。な

お、工事進行基準を適用する工事の当期

末における進捗度の見積りは、原価比例

法によっております。

  （会計方針の変更）

「工事契約に関する会計基準」の適用　

請負工事に係る収益の計上基準につい

ては、従来、検収基準を適用しておりま

したが、「工事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15号　平成19年

12月27日）及び「工事契約に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第18号　平成19年12月27日）を

当事業年度より適用し、当事業年度以

降に着手した原価規模が50百万円以上

の工事契約で、当事業年度末までの進

捗部分について成果の確実性が認めら

れる工事については工事進行基準を、

その他の工事については検収基準を適

用しております。

これによる売上高、営業損失、経常損失

及び税引前当期純損失への影響は軽微

であります。

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

但し、為替予約のうち、振当処理の要

件を充たしている場合には振当処理

を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…商品輸入による外貨建

予定取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左
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項目
前事業年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

 (3）ヘッジ方針

主に当社の外貨建取引に関する規程

に従って、取引限度額及び取引権限を

定め、将来購入する商品等の業務用資

産に係る外貨建債務の為替変動リス

クをヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

外貨建輸入取引（ヘッジ対象）とそ

の外貨建輸入取引の為替リスクを

ヘッジする為替予約（ヘッジ手段）

とは重要な条件が同一であり、ヘッジ

に高い有効性があるため有効性の判

断を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

────── 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

９．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。　

消費税等の会計処理

　同左
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【会計処理の変更】

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

（リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりまし

たが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会会計制度

委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、重要性が乏

しいリース資産を除き、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

──────

【表示方法の変更】

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

（貸借対照表）

──────

（貸借対照表）

前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました「立替金」は、当事業年度において、資産の総

額の100分の1を超えたため当事業年度より区分掲記しま

した。なお、前事業年度における「立替金」の金額は169百

万円であります。

（損益計算書）

前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示して

おりました「為替差損」は、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため区分掲記しました。なお、前事業年度における

「為替差損」の金額は12百万円であります。

（損益計算書）

──────
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成21年３月31日）

当事業年度
（平成22年３月31日）

※１　関係会社に対する資産・負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている主な

ものは次のとおりであります。

※１ 関係会社に対する資産・負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている主

なものは次のとおりであります。

リース債務（流動負債） 83百万円

リース債務（固定負債） 414百万円

リース債務（流動負債） 87百万円

リース債務（固定負債） 325百万円

２　　　　　　　　──────

　

※２ 未成工事支出金及び工事損失引当金

損失が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金及

び工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示してお

ります。

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支

出金のうち、工事損失引当金に対応する額は1百万円

であります。

なお、工事損失引当金は金額的重要性が乏しいため流

動負債の「その他」に含めて計上しております。　

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

※１　他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 ※１　他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 1,529百万円 販売費及び一般管理費 1,670百万円

※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 769百万円

販売費及び一般管理費 31百万円

営業外費用  

　その他 3百万円

計 804百万円

工具、器具及び備品 387百万円

販売費及び一般管理費 16百万円

計 403百万円

※３　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、たな卸資産評価損33百万円が売上原価に

含まれております。

※３　①期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、たな卸資産評価損35百万円が売上原

価に含まれております。

 　　 ②売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0百万円

※４　一般管理費に含まれる研究開発費は、97百万円であり

ます。

※４　一般管理費に含まれる研究開発費は、84百万円であり

ます。

※５　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※５　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

受取配当金 2百万円

支払利息 34百万円

受取配当金 4百万円

支払利息 38百万円

※６　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※６　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 －

工具、器具及び備品 7百万円

ソフトウエア 0百万円

計 7百万円

建物 1百万円

工具、器具及び備品 3百万円

リース資産 1百万円

ソフトウエア 2百万円

計 9百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

  前事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当事業年度増加株式数

（株）
当事業年度減少株式数

（株）
当事業年度末株式数

（株）

普通株式 1,476 － － 1,476

合計 1,476 － － 1,476

  当事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式 　 　 　 　

普通株式 264,884 － － 264,884

合計 264,884 － － 264,884

自己株式 　 　 　 　

普通株式 1,476 － － 1,476

合計 1,476 － － 1,476

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 300百万円

現金及び現金同等物 300百万円

EDINET提出書類

株式会社ネットマークス(E05226)

有価証券報告書

 83/108



（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形固定資産

ネットワークシステムソリューション事業における保

守用の予備品(器具及び備品)であります。

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形固定資産

同左

②リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針　「４．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう　

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっており、その内容は次のとおりで

あります。

②リース資産の減価償却の方法

同左

　

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

工具、器具及び
備品

2,260 1,290 970

ソフトウエア 22 5 16

合計 2,283 1,296 986

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

工具、器具及び
備品

1,756 1,106 650

ソフトウエア 22 10 11

合計 1,778 1,117 661

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 345百万円

１年超 705百万円

合　計 1,050百万円

１年内 278百万円

１年超 421百万円

合　計 699百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 293百万円

減価償却費相当額 268百万円

支払利息相当額 29百万円

支払リース料 369百万円

減価償却費相当額 334百万円

支払利息相当額 31百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２.　　　　　　　　　──────

　　

１年内 6百万円

１年超 － 

合　計 6百万円

　　

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

同左
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（金融商品関係）

当事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

（追加情報）　

当事業年度より「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び「金融商品の

時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しており、金融機関からの借入及び親会社である日本

ユニシス㈱が運用するＣＭＳ(キャッシュマネージメントサービス)により資金を調達しております。ま

た、デリバティブは、外貨建債務である買掛金の為替変動リスクを回避するために為替予約を利用してい

るものであり、投機的な取引は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制

①営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当

社の与信管理規程に従い、定期的に主な取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。

②投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企

業の株式であります。また、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、把握された時価を経理部で管

理しております。　

③支払手形、買掛金及び未払金のほとんどが1年以内の支払期日であります。また、買掛金の一部には商品

の輸入に伴う外貨建ての債務があり、為替の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引（為替

予約）を利用してヘッジしております。

④関係会社短期借入金は親会社である日本ユニシス㈱からのＣＭＳ（キャッシュマネージメントシステ

ム）による借入であります。当該契約では変動金利を採用していますが、金利の変動幅が僅少で金利の

変動リスクが極めて限定的であるため特別の管理は行っておりません。

⑤1年内返済予定の長期借入金は金融機関からの借入であり、当該契約は固定金利を採用していることか

ら支払金利の変動リスクはありません。

⑥リース債務は主に保守用予備機器の取得に必要な資金の調達を目的としたファイナンス・リース契約

によるものであり、償還日は決算日後、最長で4年8ヶ月であります。当該契約は固定金利を採用している

ことから支払金利の変動リスクはありません。

(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用

することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」における

デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示

すものではありません。

EDINET提出書類

株式会社ネットマークス(E05226)

有価証券報告書

 85/108



　２．金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参

照）。

 
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 300 300 －

(2）受取手形 120 120 －

(3）売掛金 5,890 5,890 －

(4) 投資有価証券　 　   

　   その他有価証券 178　  178 －

　資産計 6,490 6,490 －

(1）支払手形 21 21 －

(2）買掛金 2,038 2,018 20

(3) 未払金 162 162 －

(4）関係会社短期借入金 4,180 4,180 －

(5) 1年内返済予定の長期借入金 1,750　 1,745 4　

(6) リース債務 414 416 △2

　負債計 8,566 8,543　 22

 デリバティブ取引(*) 12　 12　 －　

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と

なる項目については( )で示しております。　

　

（注）１. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

 資　産

(1)現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)受取手形及び(3)売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。なお、貸倒引当金は比較的僅少で重要性が乏しいため、上記注記では控除しておりません。

(4)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

負　債

(1)支払手形

時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)買掛金

為替予約の対象とされている買掛金の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております

（下記デリバティブ取引参照）。また、為替予約の対象とされていない買掛金の時価は帳簿価額とほぼ

等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未払金

時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4)関係会社短期借入金

関係会社短期借入金は親会社である日本ユニシス㈱が運用するＣＭＳ(キャッシュマネージメントサー

ビス)による借入であり、資産側は要求払預金、負債側は当座借越と同様の性格を持つと考えられるた

め、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(5)1年内返済予定の長期借入金及び(6)リース債務

これらについては、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定

する方法によっております。なお、リース債務は流動負債と固定負債を合算した金額となっております。

デリバティブ取引

為替予約はヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価の内、振当処理

部分に関しては当該買掛金の時価に含めて記載しております（上記負債（2）参照）。また、デリバティ

ブ債権は貸借対照表上、流動資産の「その他」に含めて計上しており、当該計上額は為替予約の未振当

処理に係る評価損益であります。

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については注記事項「デリバティブ取引関係」をご参

照下さい。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 18

投資事業有限責任組合への出資 28

合計 47

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（4）投

資有価証券」には含めておりません。

３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 
１年以内　
  (百万円） 

１年超
５年以内　
 (百万円）

５年超
10年以内
 (百万円）　

10年超　
 (百万円）

現金及び預金 300 －　 －　 －　

受取手形 120 －　 －　 －　

売掛金 5,890　　 －　 －　 －　

合計 6,311　 － － －　

※ 満期のある有価証券はありません。　

４．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後の返済予定額

附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。　
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（有価証券関係）

前事業年度（平成21年３月31日）

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平

成21年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　

当事業年度（平成22年３月31日）

１．子会社株式及び関連会社株式

関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式73百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、記載しておりません。なお、子会社株式は保有しておりません。

 

２．その他有価証券

 種類
貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

株式 22　 18　 3　

小計 22　 18　 3　

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

株式 156　 181　 △24　

小計 156　 181　 △24　

合計 178　 199　 △21　

 （注） 非上場株式（貸借対照表計上額18百万円）及び投資事業有限責任組合への出資(貸借対照表価計上額28百万円)

については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証

券」には含めておりません。

　

３．減損処理を行った有価証券

当事業年度において、有価証券について4百万円（投資有価証券0百万円、関連会社株式4百万円）減損処理を行っ

ております。

なお、減損処理にあたっては、当社の有価証券減損処理に関する基準に従って回復可能性等を考慮し、必要と認め

られた額について減損処理を行っております。　　

（デリバティブ取引関係）

当事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連　

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象

　
当事業年度（平成22年３月31日）

　

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益　
（百万円）

原則的
処理方法

為替予約取引

買建

米ドル　

 買掛金 264 － 12 12　

為替予約の
振当処理

為替予約取引

買建

米ドル　

 買掛金 392 － 20 20　

合計 657 － 32 32　

（注）時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
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（退職給付関係）

当事業年度
（平成22年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度及び確定給付企業年金法に基づく規約型企業年金制度を設けてお

ります。また、当社はこの他に複数事業主制度による総合設立型の厚生年金基金に加入しており、当該複数事業主制

度に関する事項は次のとおりであります。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項

（平成21年３月31日現在）

 （単位：百万円）

年金資産の額 329,874

年金財政計算上の給付債務の額 446,934

差引額 △117,060

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合

（平成21年３月分掛金拠出額）

0.48％

２．退職給付債務及びその内訳

（平成22年３月31日現在）

 （単位：百万円）

(1）退職給付債務 △706

(2）年金資産 364

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2) △342

(4）未認識数理計算上の差異 △32

(5）貸借対照表計上額純額

(3)＋(4)
△375

(6）前払年金費用 －

(7）退職給付引当金 (5)－(6) △375
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当事業年度
（平成22年３月31日）

３．退職給付費用の内訳

（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

 （単位：百万円）

(1）勤務費用 86

(2）利息費用 13

(3）期待運用収益 △5

(4）数理計算上の差異の費用処理額 51

(5）出向元への支払額 11

(6）出向先からの戻入額 △6

(7）その他 116

(8）退職給付費用（(1)～(7)の計） 267

（注）「(7)その他」は複数事業主制度による総合型の厚生年金基金への拠出額であります。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1）退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2）割引率　　　　　　　 2.0％

(3）期待運用収益率　　　 2.0％

(4）数理計算上の差異の処理年数

各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法により按分した

額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
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（ストック・オプション等関係）

当事業年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

提出会社

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
付与対象者の区分
及び数

当社取締役４名
当社従業員52名

当社従業員27名 当社従業員２名
当社取締役１名
当社従業員１名

ストック・オプショ
ン数（注）１

普通株式 2,784株普通株式 1,088株 普通株式 136株 普通株式 588株

付与日 平成14年７月31日 平成15年９月30日 平成16年７月30日 平成17年７月29日
権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）５ （注）５

対象勤務期間 （注）３
自　平成15年９月30日
至　平成17年６月30日

自　平成16年７月30日
至　平成18年６月30日

自　平成17年７月29日
至　平成19年６月30日

権利行使期間
自　平成16年７月１日
至　平成22年３月31日

（注）４

自　平成17年７月１日
至　平成22年３月31日

自　平成18年７月１日
至　平成23年３月31日

自　平成19年７月１日
至　平成24年３月31日

（注）１．株式数に換算して記載しております。

なお、平成14年９月30日実施の株式分割（１：４）、平成16年５月20日実施の株式分割（１：２）及び平成

16年11月19日実施の株式分割（１：２）による調整後の株式数で記載しております。

２．権利確定日において当社の取締役、監査役、従業員の地位を保有していることを要する。但し、任期満了によ

る退任及び定年退職等一定の事由に該当する場合には、この限りでない。

３．平成14年７月31日から権利確定日まで。なお、権利確定日は段階的な権利行使期間に応じて定められ、最終の

権利行使期間の開始日は平成18年６月12日であります。

４．一定の停止条件による権利行使の禁止期間が定められております。

５．権利確定日において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員の地位を保有していることを要する。

但し、任期満了による退任及び定年退職等一定の事由に該当する場合には、この限りでない。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度（平成22年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

権利確定前　　（株）     

前事業年度末 － － － －
付与 － － － －
失効 － － － －
権利確定 － － － －
未確定残 － － － －

権利確定後　　（株）     

前事業年度末 560 320 48 500
権利確定 － － － －
権利行使 － － － －
失効 － － － －
未行使残 560 320 48 500

（注）平成14年及び平成15年ストック・オプションは平成22年３月31日をもって権利行使期間を終了しております。

②単価情報

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
権利行使価格（注）（円） 50,625 111,250 335,261 328,030
行使時平均株価　　（円） － － － －
付与日における公正な
評価単価　　　　　（円）

－ － － －

（注）平成14年９月30日実施の株式分割（１：４）、平成16年５月20日実施の株式分割（１：２）及び平成16年11月19

日実施の株式分割（１：２）による調整後の行使価格で記載しております。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成21年３月31日）

当事業年度
（平成22年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産） （単位：百万円）

未払事業税及び事業所税 13

賞与引当金 140

貸倒引当金 12

退職給付引当金 130

事務所移転費用引当金 20

減価償却費 0

たな卸資産評価損 145

投資有価証券評価損 59

関係会社出資金評価損 30

会員権評価損 2

その他有価証券評価差額金 24

繰越欠損金 2,311

その他 2

繰延税金資産小計 2,892

評価性引当額 △2,892

繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債）  

繰延ヘッジ損益 △7

前払年金費用 △9

繰延税金負債合計 △16

繰延税金負債の純額 △16

（繰延税金資産） （単位：百万円）

未払事業税及び事業所税 13

賞与引当金 89

貸倒引当金 6

退職給付引当金 152

たな卸資産評価損 155

投資有価証券評価損 39

関係会社出資金評価損 44

その他有価証券評価差額金 8

繰越欠損金 2,670

その他 6

繰延税金資産小計 3,186

評価性引当額 △3,186

繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債）  

繰延ヘッジ損益 △5

繰延税金負債合計 △5

繰延税金負債の純額 △5

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目

8.8

住民税均等割額 5.6

評価性引当額 △51.4

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
3.8

　

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目

△2.3

住民税均等割額 △1.6

評価性引当額 △37.5

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
△0.4
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（企業結合等関係）

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

（子会社の吸収合併）

当社は、平成20年４月25日開催の取締役会の決議に基づき、
平成20年７月１日をもって、連結子会社㈱ネットマークス
サポートアンドサービスを簡易合併の手続きにより吸収合
併いたしました。

 ──────

　

１．結合当事企業の名称及びその事業内容、企業結合の法
的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取
引の概要

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

①結合企業

名称　　㈱ネットマークス（当社）

事業の内容　

ネットワークシステムの設計、構築、運用管理アウト

ソーシングサービス並びに販売

　

②被結合企業

名称　　㈱ネットマークスサポートアンドサービス

事業の内容　

ネットワークシステムの運用、保守並びにネット

ワークシステム機器の導入設置工事

　

事業規模　

売上高　　7,230百万円（平成20年３月期）

資本金　　　150百万円（平成20年３月31日現在）

純資産　　　327百万円（平成20年３月31日現在）

総資産　　1,714百万円（平成20年３月31日現在）

　

③引き継いだ資産・負債の額

流動資産　　1,049百万円

固定資産　　　703百万円

流動負債　　1,419百万円

　

(2) 企業結合の法的形式、結合後企業の名称

当社を存続会社とする吸収合併方式で、㈱ネットマーク
スサポートアンドサービスは解散し、結合後企業の名称
は㈱ネットマークス（当社）であります。なお、㈱ネット
マークスサポートアンドサービスは当社の全額出資の子
会社であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増
加及び合併交付金の支払いはありません。

　

(3) 取引の目的を含む取引の概要

①合併の目的

当社は、平成11年10月に同社を100％子会社化して以来、
同社を通じて当社販売のネットワークシステムの運用、
保守サポートサービスを顧客に提供してまいりました
が、当社が平成19年６月に日本ユニシスグループの一員
となったことにより、同グループ各社との連携強化の一
環として、当社の保守サポートサービス業務を全面的に
日本ユニシス㈱の100％子会社であるユニアデックス㈱
へ統合することとし、㈱ネットマークスサポートアンド
サービスのサポート以外の技術要員を当社に吸収するこ
とにより、経営資源の集中による効率化を図るためであ
ります。

　

②合併の期日　　平成20年７月１日 　

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15

年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10

号 最終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配下の

取引として会計処理を行っております。
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【関連当事者情報】

当事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１.関連当事者との取引

(１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容

議決権等
の所有
(被所
有）割合
(％)

　関連当事者
　との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円）

親会社 

日本ユニ

シス㈱

 

東京都

江東区

 

5,483

 

システム関連

サービス及び

ハードウエア、

ソフトウエア

の販売

 

被所有

直接

78.2

間接

0.2

 

・ネットワー

　ク関連製品

　の販売仕入

・サポートサ

ービス等の

提供

・保守用予備

機器のリー

ス　

・資金の借入　

・役員の兼任

 

資金の借入　 1,406
関係会社短

期借入金　
4,180

利息の支払　 18 － －

リース料支払

額
78

リース債務

　
87

支払利息相当

額
19

長期リース

債務　
325

リース解約益 1 －　 －

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．議決権等の被所有割合の間接所有については、日本ユニシス㈱の子会社であるユニアデックス㈱が所有して

おります。

３．資金の借入金額については、期中平均残高を記載しております。

４．取引条件及び取引条件の決定方針等

①借入利率については、市場金利を勘案して交渉の上、決定しております。

②リース料については必要に応じて個別に条件等を交渉により決定しております。

 (２）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

種類
会社等の
名称

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容

議決権等
の所有
(被所
有）割合
(％)

　関連当事者
　との関係　

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円）

同一の親

会社をも

つ会社

ユニア

デックス

㈱

東京都

江東区
750

ネットワーク

の構築・設計、

ハードウエア

・ソフトウエ

アのサポート

サービス　

被所有

直接

0.2

・当社販売の

　ネットワー

　ク機器・シ

　ステムの保

　守サポート業

務委託　

保守外注等　 4,905　前払費用 4

－ － 立替金　 171

  （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　ユニアデックス㈱への保守外注等については積算コストに一定の付加価値を加算することによって価格算定

をしており、詳細は交渉により決定しております。

２.親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1）親会社情報

日本ユニシス㈱（東京証券取引所に上場）

(2）重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 4,226.60円

１株当たり当期純利益金額 1,060.14円

１株当たり純資産額 1,217.49円

１株当たり当期純損失金額 3,141.92円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度末

（平成21年３月31日）
当事業年度末

（平成22年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 1,113 320

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 1,113 320

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株）
263,408 263,408

２．１株当たり当期純利益金額または１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当期純利益または当期純損失（△）（百万円） 279 △827

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益または当期純損失

（△）（百万円）
279 △827

期中平均株式数（株） 263,408 263,408

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

旧商法第280条ノ20及び第280条

ノ21に基づく新株予約権４種類

（新株予約権の数639個、1,428

株）。

これらの詳細は、「第４ 提出会

社の状況 １ 株式等の状況

(2) 新株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。　

同左
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券
その他

有価証券

㈱テリロジー 13,240 111

都築電気㈱ 150,000 44

㈱ビック東海 18,000 16

㈱シネマプラス 408 8

㈱インターネットイニシアティブ 25 5

㈱府中カントリークラブ 600 4

㈱ジャスティー 300 3

㈱ＵＣＯＭ 375 2

その他（４銘柄） 1,256 0

計 184,204 197

【その他】

  種類及び銘柄
投資口数等
（口）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券

　

　

その他

有価証券

　

　

（投資事業有限責任組合出資金）         

アント・カタライザー２号投資事業

有限責任組合
1 28

計 1 28
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産        
建物 143 0 47 96 48 11 47

工具、器具及び備品 3,161 394 119 3,436 2,336 288 1,100

リース資産 520 － 2 517 138 86 379

有形固定資産計 3,824 395 168 4,051 2,523 386 1,527

無形固定資産        
商標権 4 － － 4 2 0 1

ソフトウエア 1,647 227 148 1,726 1,126 231 599

電話加入権 6 － － 6 － － 6

無形固定資産計 1,657 227 148 1,736 1,129 232 607

長期前払費用
11

(－)

56

(56)　

－

(－)

67

(56)

9

(－)

2

(－)　

57

(56)

繰延資産        
－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

　（注）１．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

工具、器具及び備品　　保守用機材の取得（260百万円）によるものであります。

ソフトウエア　　　　　自社利用の業務用ソフトウエアの取得（186百万円）によるものであります。

２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　事務所移転に伴う建物附属設備の除却（44百万円）によるものであります。

工具、器具及び備品　　ネットワーク機器等の除却（104百万円）によるものであります。

ソフトウエア　　　　　自社利用の業務用ソフトウエアの除却（145百万円）によるものであります。

３．長期前払費用の（ ）内の金額は内数で、前払保守料等の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異な

るため、償却累計額及び当期償却額には含めておりません。差引当期末残高のうち1百万円は、貸借対照表日

の翌日から起算して１年以内に償却予定のものであり、貸借対照表では流動資産の「前払費用」に含めて表

示しております。

【社債明細表】

該当事項はありません。
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【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － －

関係会社短期借入金 1,536 4,180 1.68 －

１年以内に返済予定の長期借入金 2,500 1,750 1.17 －

１年以内に返済予定のリース債務 84 87 4.46 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 1,750 － － －

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 416 326 4.46平成25年～26年

その他有利子負債 － － － －

合計 6,286 6,344 － －

　（注）１．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利子率を記載しております。

２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

リース債務 91 95 99 40

 

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 46 0 24 1 20

事務所移転費用引当金 50     － 50 0     －

役員賞与引当金 19     － 19     －     －

工事損失引当金　     － 0     －     － 0

　（注）1.貸倒引当金の当期減少額「その他」は、債権回収による取崩額1百万円であります。

2.事務所移転費用引当金の当期減少額「その他」は、前期見積り引当金計上額に対する当期戻入額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 0

預金  

当座預金 0

普通預金 300

小計 300

合計 300

ロ．受取手形

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

東芝住電医療情報システムズ㈱ 38

㈱日鉄エレックス 25

協和テクノロジィズ㈱ 13

ライオン㈱ 9

ヤマハ発動機㈱ 7

その他 26

合計 120

(ロ）期日別内訳

期日別 金額（百万円）

平成22年４月 25

５月 27

６月 65

７月 2

８月 0

合計 120
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ハ．売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

ソフトバンクテレコム㈱ 328

㈱野村総合研究所 302

㈱フジミック 259

国立大学法人　福井大学 253

住商情報システム㈱ 231

その他 4,515

合計 5,890

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

次期繰越高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
365

7,317 23,466 24,893 5,890 80.9 102.7

　（注）当期発生高には消費税等が含まれております。

ニ．商品

品目 金額（百万円）

ネットワーク関連機器 412

ネットワーク関連ソフトウエア 78

合計 491

ホ．未成工事支出金

品目 金額（百万円）

商品 74

労務費 161

外注費 193

経費 480

合計 910
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②　固定資産

イ．関係会社株式

銘柄 金額（百万円）

㈱プロスタッフ 16

NETMARKS（THAILAND）CO.,LTD 15

NETMARKS PHILIPPINES,INC. 12

㈱エヌエム・ヒューマテック 11

NETMARKS SINGAPORE PTE.LTD. 8

PT.NETMARKS INDONESIA 7

NETMARKS TECHNOLOGY（MALAYSIA）SDN BHD 2

合計 73

③　流動負債

イ．支払手形

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

セイコープレシジョン㈱ 21

合計 21

(ロ）期日別内訳

期日別 金額（百万円）

平成22年６月 21

合計 21

ロ．買掛金

相手先 金額（百万円）

シスコシステムズ合同会社 313

セコム山陰㈱ 182

住友電設㈱ 175

ＥＭＣジャパン㈱ 123

ＮＳＫ㈱ 86

その他 1,157

合計 2,038
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ハ．関係会社短期借入金

相手先 金額（百万円）

日本ユニシス㈱ 4,180

合計 4,180

ニ．1年内返済予定の長期借入金

相手先 金額（百万円）

第一生命保険㈱ 1,000

日本生命保険相互会社 750

合計 1,750

ホ．前受収益

内訳 金額（百万円）

保守前受収益 1,246

合計 1,246

　

　

　

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報　

　
第１四半期

自平成21年４月１日
至平成21年６月30日

第２四半期
自平成21年７月１日
至平成21年９月30日

第３四半期
自平成21年10月１日
至平成21年12月31日

第４四半期
自平成22年１月１日
至平成22年３月31日

売上高（百万円） 4,406　 5,530　 4,536　 7,878　

税引前四半期純利益金額また

は純損失金額（△）（百万

円）

△852　 △99　 △564　 692　

四半期純利益金額または純損

失金額（△）

（百万円）

△853　 △99　 △566　 691　

１株当たり四半期純利益金額

または純損失金額（△）

（円）

△3,241.72　 △377.62　 △2,148.81　 2,626.24　
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 　─

単元未満株式の買取り
　
取扱場所

 
　
　株主名簿管理人

 
　
　取次所
　
　買取手数料

 
　
（特別口座）

東京都中央区八重洲二丁目３番１号　　 住友信託銀行株式会社 証券代行部
　
（特別口座）

大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 住友信託銀行株式会社
　
　─
　
　─

公告掲載方法

電子公告による。但し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得

ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。

公告掲載ＵＲＬ

http://www.netmarks.co.jp/ir/koukoku/index.html

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）平成22年６月26日より株主名簿管理人を次のとおり変更いたします。なお、特別口座の口座管理機関については変

更ありません。

取扱場所　　　　東京都中央区八重洲一丁目２番１号　みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

株主名簿管理人　東京都中央区八重洲一丁目２番１号　みずほ信託銀行株式会社
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第13期）（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）　平成21年６月25日関東財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

平成21年６月25日関東財務局長に提出

(3）四半期報告書及び確認書

（第14期第１四半期）（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）平成21年８月13日関東財務局長に提出
（第14期第２四半期）（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）平成21年11月11日関東財務局長に提出
（第14期第３四半期）（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）平成22年２月10日関東財務局長に提出

(4）臨時報告書

　平成22年３月15日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書であり

ます。

平成22年５月21日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２（当社を完全子会社とする株式交換）の規定に基づ

く臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

  平成21年６月17日

株式会社ネットマークス   

 取締役会　御中   

 Ｋ Ｄ Ａ 監 査 法 人 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 佐佐木　敬　昌　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 園　田　光　基　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ネットマークスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ネットマークス及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ネットマークスの平成21

年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書

を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社ネットマークスが平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成21年６月17日

株式会社ネットマークス   

 取締役会　御中   

 Ｋ Ｄ Ａ 監 査 法 人 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 佐佐木　敬　昌　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 園　田　光　基　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ネットマークスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ネッ

トマークスの平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

  平成22年６月25日

株式会社ネットマークス   

 取締役会　御中   

 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小　  島　 洋 太 郎　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 樋　  口　 義　  行  印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 轟　       一　  成  印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ネットマークスの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ネッ

トマークスの平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ネットマークスの平成22

年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書

を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社ネットマークスが平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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